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は
じ
め
に

　

オ
ラ
ン
ダ
は
ア
メ
リ
カ
の
再
三
に
渡
る
反
対
を
振
り
切
っ
て
、
一
九
四
八
年
一
二
月
一
九
日
現
地
時
間
早
朝
、
独
立
を
目
指
す
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
（
以
下
、
共
和
国
）
の
壊
滅
を
目
指
し
て
軍
事
行
動
（
オ
ラ
ン
ダ
は
第
二
次
警
察
行
動
と
称
し
た
）
を
開
始
し
た
。

約
八
万
の
オ
ラ
ン
ダ
軍
は
共
和
国
の
首
都
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
近
郊
の
空
港
へ
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
部
隊
を
投
入
し
、
直
ち
に
首
都
を
陥
落

さ
せ
た
。
同
日
午
後
に
は
ス
カ
ル
ノ
（Sukarno

）、
ハ
ッ
タ
（M

oham
m

adH
atta

）
ら
共
和
国
指
導
者
を
拘
禁
し
、
そ
の
後
、
ジ

ャ
ワ
、
東
部
ス
マ
ト
ラ
、
マ
ド
ゥ
ラ
の
各
島
を
占
領
す
る
。

　

戦
後
初
め
て
本
格
的
に
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
を
検
討
し
た
政
策
文
書
・
通
称
「
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
」
で
は
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
の

軍
事
行
動
の
直
後
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
第
二
次
警
察
行
動
に
至
る
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
外
交
の
失
敗
と
そ
の
教
訓
が
検
証
さ
れ

た
。
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
全
体
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
分
析
が
、
イ
ン
ド
シ
ナ
な
ど
他
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
記
述
に
比
べ
て
、
圧

倒
的
に
大
き
な
割
合
を
占
め
る
。

　

戦
後
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
に
対
し
て
、
こ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
事
例
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
戦
後
東

南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
外
交
史
の
先
行
研
究
で
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
研
究
の
関
心
が
集
中
す
る
一
方
で
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
に
関
す
る
研
究
は
手
薄
で
あ
る
。
だ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
戦
後
ア
メ
リ
カ
が
初
め
て
東
南
ア
ジ
ア
で
脱
植

民
地
化
に
関
与
し
た
事
例
で
あ
り
、
そ
の
後
の
東
南
ア
ジ
ア
外
交
の
展
開
の
起
点
と
し
て
、
そ
の
意
義
の
検
証
は
欠
か
せ
な
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
合
衆
国
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
」
と
題
さ
れ
た
政
策
文
書
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
を
手
掛
か
り
に
、
軽
視
さ
れ
が
ち

な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
事
例
が
、
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
に
も
た
ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
検
証
す
る
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
や
行
動
指
針
を
中
長
期
的
に
立
案
し
形
成
す
る
目
的
で
、
一
九
四
七
年
五
月
に
創
設

（
1
）

（
2
）
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さ
れ
た
国
務
省
政
策
企
画
室
（
Ｐ
Ｐ
Ｓ
、PolicyPlanningStaff

）
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
。
本
文
書
は
ま
ず
、
四
九
年
四
月
一
日
、

政
策
企
画
室
室
長
ケ
ナ
ン
（GeorgeF.K

ennan

）
か
ら
国
務
長
官
ア
チ
ソ
ン
（D

eanA
cheson

）
ら
に
提
出
さ
れ
る
。
次
い
で
、

同
年
七
月
一
日
、
大
統
領
、
国
務
長
官
、
国
防
長
官
、
財
務
省
、
三
軍
参
謀
総
長
ら
で
構
成
さ
れ
る
国
家
安
全
保
障
会
議
（
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）

で
参
考
情
報
と
し
て
審
議
さ
れ
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
五
一
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
に
つ
い
て
考
察
し
た
シ
ャ
ラ
ー
や
ブ
ル
ム
、
赤
木
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
国
務
省
内
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
派
」（
後
出
）
と
ア
ジ
ア
専
門
家
の
間
の
対
立
と
妥
協
を
反
映
し
て
、
西
欧
宗
主
国
へ
の
支
持
と
植
民
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
支

援
と
い
う
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
政
策
が
折
衷
的
に
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
に
盛
り
込
ま
れ
た
と
指
摘
す
る
。
ケ
ナ
ン
ら
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷

戦
に
勝
つ
た
め
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
へ
の
主
権
の
移
譲
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
共
産
主
義
者
と
結
託
す
る
の
を
回
避
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
た
が
、
国
務
省
内
で
多
く
の
幹
部
ポ
ス
ト
を
占
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
に
と
っ
て
、
一
刻
も
早

く
西
欧
宗
主
国
を
追
い
出
せ
と
い
う
そ
の
主
張
は
、
彼
ら
が
主
導
し
て
き
た
政
策
か
ら
の
大
転
換
で
あ
り
、
全
く
受
け
入
れ
難
い
政
策

だ
っ
た
。
そ
の
テ
ー
ゼ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
か
ら
度
々
強
い
圧
力
を
受
け
て
大
き
な
妥
協
を
強
い
ら
れ
、
し
か
も
、
最
終
的
に
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五

一
は
政
策
文
書
と
し
て
は
棚
上
げ
に
近
い
状
態
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
ヘ
ー
ア
は
近
年
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
に
は
原
案
と
な
る
文
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
発
見
し
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
か
ら
の
要
求

に
応
じ
て
改
訂
さ
れ
て
い
く
様
子
を
描
い
た
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ア
は
原
案
の
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
か
を
明
確
に
し

て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
原
案
と
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
の
圧
力
の
痕
跡
を
探
る
と
共
に
、
こ
の
政
策
文
書

の
作
成
中
に
展
開
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
紛
争
が
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
、
い
か
な
る
考
察
と
教
訓
が
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
に
組
み
込
ま
れ
た

の
か
を
検
証
す
る
。
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
で
提
起
さ
れ
た
米
ソ
冷
戦
を
中
心
に
据
え
る
思
考
の
枠
組
み
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
五
一
を
経
て
、
四
九
年
末
に

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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ア
ジ
ア
政
策
に
関
す
る
政
策
文
書
Ｎ
Ｓ
Ｃ
四
八
／
二
に
引
き
継
が
れ
、
ア
メ
リ
カ
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
状
況
の
展
開
に
対
処
す
る

際
の
指
針
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
の
分
析
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
が
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
に
も
た
ら

し
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
。

第
一
章　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
と
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
形
成

第
一
節　

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
脱
植
民
地
化
政
策
の
開
始

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
終
結
直
後
四
五
年
八
月
一
七
日
、
初
代
大
統
領
と
な
る
ス
カ
ル
ノ
と
副
大
統
領
と
な
る

ハ
ッ
タ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
「
独
立
宣
言
」
を
発
表
し
た
。
だ
が
翌
月
下
旬
、
対
日
戦
の
戦
後
処
理
の
た
め
に
連
合
軍
と
し
て

イ
ギ
リ
ス
軍
が
上
陸
し
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
復
帰
を
支
援
す
る
。
よ
う
や
く
体
制
を
整
え
た
オ
ラ

ン
ダ
軍
は
以
降
、
共
和
国
軍
と
衝
突
を
繰
り
返
し
た
。
植
民
地
支
配
の
復
活
を
目
指
す
オ
ラ
ン
ダ
は
、
東
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
や
パ
ス
ン

ダ
ン
国
な
ど
の
傀
儡
国
家
を
次
々
に
創
設
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
分
断
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
四
五
年
秋
か
ら
四
九
年
一
二
月
末
に
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
連
邦
共
和
国
が
独
立
す
る
ま
で
の
間
、
オ
ラ
ン
ダ
と
共
和
国
が
展
開
し
た
紛
争
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
と
い
う
。

　

オ
ラ
ン
ダ
は
当
初
、
共
和
国
の
存
在
す
ら
、
な
い
も
の
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
両
国
間
の
争
い
を
終
結
す
る
た
め
に
、
イ

ギ
リ
ス
が
仲
介
に
入
り
、「
リ
ン
ガ
ル
ジ
ャ
テ
ィ
協
定
」
が
四
六
年
一
一
月
、
締
結
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
一
、
オ
ラ
ン
ダ
は

共
和
国
が
ジ
ャ
ワ
、
ス
マ
ト
ラ
、
マ
ド
ゥ
ラ
で
事
実
上
権
力
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
、
二
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
全
域
か
ら
な
る

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
邦
共
和
国
（
以
下
、
連
邦
共
和
国
）
を
共
和
国
と
他
の
諸
国
を
包
摂
し
て
創
設
す
る
こ
と
、
三
、
オ
ラ
ン
ダ
女
王
を

首
長
と
す
る
「
オ
ラ
ン
ダ
＝
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
合
」
を
形
成
し
、
オ
ラ
ン
ダ
と
連
邦
共
和
国
の
協
力
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

重
要
な
点
は
、
共
和
国
が
支
配
し
て
い
る
領
域
が
現
実
に
存
在
し
、
共
和
国
政
府
に
統
治
能
力
が
あ
る
こ
と
を
オ
ラ
ン
ダ
が
初
め
て
認

（
8
）
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め
、
共
和
国
側
は
オ
ラ
ン
ダ
と
の
「
連
合
」
関
係
を
容
認
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
利
権
の
温
存
に
合
意
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
や
日
本
の
占
領
を
め
ぐ
っ
て
忙
殺
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
撤
退
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
戦
後

処
理
を
専
ら
イ
ギ
リ
ス
に
任
せ
て
い
た
。
元
来
ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
統
領
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（FranklinD

.Roosevelt

）
が
大
西
洋
憲

章
（
四
一
年
八
月
）
で
い
わ
ゆ
る
民
族
自
決
権
の
実
現
を
唱
え
た
よ
う
に
、
外
交
や
そ
の
背
後
の
国
内
世
論
に
反
植
民
地
主
義
的
な
傾

向
が
強
い
。
し
か
し
、
そ
の
圧
力
は
、
西
欧
宗
主
国
側
に
と
っ
て
抗
し
え
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の

首
相
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

instonChurchill

）
は
大
西
洋
憲
章
に
は
同
意
し
た
が
、
ナ
チ
の
占
領
地
域
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
英
植
民

地
は
対
象
で
は
な
い
と
抗
弁
し
、
亡
命
中
の
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
出
し
た
四
二
年
一
二
月
の
女
王
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ナ
（W

ilhelm
ina

H
elenaPaulineM

aria

）
の
声
明
は
、
戦
後
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
（
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
の
自
治
を
認
め
た
だ
け
に
留
ま
っ
た
。
英

蘭
と
は
大
戦
を
共
に
戦
う
間
柄
で
あ
り
、
結
局
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
政
権
は
両
国
の
植
民
地
統
治
継
続
の
容
認
に
転
じ
た
。
他
方
、
日
本

の
仏
印
進
駐
に
協
力
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
へ
の
復
帰
に
つ
い
て
厳
し
い
姿
勢
を
示
し
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
が

発
足
す
る
と
、
戦
争
終
結
を
挟
ん
で
、
ア
ジ
ア
植
民
地
に
対
し
て
当
面
、
中
立
か
つ
不
介
入
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
の
、
次
第
に
宗

主
国
寄
り
に
傾
斜
し
て
い
く
。
背
景
に
は
冷
戦
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
加
え
て
、
当
時
の
国
務
省
で
は
、
長
年
西
欧
諸
国
に
駐
在
し

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
が
極
東
局
長
を
含
む
要
職
を
占
め
て
お
り
、
反
植
民
地
主
義
の
強
い
国
内
世
論
か
ら
西
欧
同
盟
国
を
守
る
い
わ
ば
防

波
堤
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
が
四
七
年
七
月
、「
法
と
秩
序
の
回
復
」
を
掲
げ
て
一
二
万
余
を
動
員
す
る
軍
事
行
動
（
オ
ラ
ン
ダ
は
第
一
次

警
察
行
動
と
称
し
た
）
を
起
こ
し
、
共
和
国
の
支
配
地
域
を
奪
還
す
る
作
戦
に
乗
り
出
す
と
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
に
反
発
し
、
国
務
省

は
徐
々
に
政
策
転
換
を
図
っ
た
。
ま
ず
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
で
ア
メ
リ
カ
は
決
議
二
七
を
採
択
さ
せ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問
題
を
扱

う
国
連
仲
裁
委
員
会
を
創
設
し
た
。
以
後
、
国
連
を
通
じ
た
仲
介
が
行
わ
れ
た
結
果
、
四
八
年
一
月
一
七
日
、
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ

（
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シ
ア
共
和
国
は
「
レ
ン
ヴ
ィ
ル
協
定
」
に
調
印
す
る
。
こ
の
協
定
は
、
リ
ン
ガ
ル
ジ
ャ
デ
ィ
協
定
と
同
様
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
邦
共

和
国
を
創
設
し
、
そ
れ
に
主
権
が
移
譲
さ
れ
る
こ
と
や
「
オ
ラ
ン
ダ
＝
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
合
」
の
設
立
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、

協
定
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
第
一
次
警
察
行
動
以
降
、
そ
れ
以
前
に
共
和
国
が
支
配
し
て
い
た
地
域
を
占
領
し
、
さ
ら
に
多
く
の
傀
儡
国
家

を
作
る
な
ど
、
軍
事
に
よ
っ
て
作
り
出
し
た
既
成
事
実
を
容
認
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
オ
ラ
ン
ダ
に
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
が
得
た
も
の
は
形
式
的
な
独
立
付
与
の
約
束
に
限
定
さ
れ
た
上
に
、
両
者
の
合
意
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
国
家
体
制
や

国
軍
の
構
成
等
に
関
す
る
協
定
の
文
言
は
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
た
め
、
協
定
締
結
後
の
交
渉
も
難
航
し
た
。

　

同
じ
頃
、
東
南
ア
ジ
ア
情
勢
は
大
き
く
動
く
。
ビ
ル
マ
が
四
八
年
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
を
果
た
し
た
が
、
同
年
三
月
、
共
産

党
が
蜂
起
し
、
少
数
派
民
族
の
カ
レ
ン
族
が
反
乱
を
起
こ
す
な
ど
極
め
て
不
安
定
な
政
情
に
陥
る
。
二
月
に
は
カ
ル
カ
ッ
タ
で
ア
ジ
ア

青
年
会
議
が
開
催
さ
れ
、
主
催
し
た
「
世
界
民
主
青
年
連
合
」
な
ど
を
通
じ
て
モ
ス
ク
ワ
が
東
南
ア
ジ
ア
に
触
手
を
伸
ば
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
が
広
が
っ
た
。
英
領
マ
ラ
ヤ
で
は
六
月
中
旬
、
中
国
系
共
産
党
指
導
者
・
陳
平
に
よ
る
蜂
起
が
勃
発
し
、
英
国
当

局
が
非
常
事
態
宣
言
を
発
出
し
た
。
こ
の
情
勢
を
受
け
て
、
国
務
省
は
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
駐
在
す
る
ア
メ
リ
カ
の
在
外
公
館
の
代
表

者
一
同
を
集
め
た
会
議
を
六
月
下
旬
、
バ
ン
コ
ク
で
開
催
し
た
。

第
二
節　

冷
戦
の
波
及
と
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
「
原
案
」
の
成
立

　

国
務
省
政
策
企
画
室
が
東
南
ア
ジ
ア
政
策
の
検
討
を
開
始
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
共
産
主
義
の
浸
透
に
危
機
感

が
高
ま
る
最
中
で
あ
っ
た
。
六
月
に
バ
ン
コ
ク
で
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
在
外
公
館
会
議
に
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
本
省
を
代
表
し
て
、

政
策
企
画
室
の
ア
ジ
ア
担
当
の
デ
ー
ビ
ス
（JohnP.D

avies

）
が
参
加
し
て
い
た
。
デ
ー
ビ
ス
は
会
議
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
を
歴
訪

し
た
が
、
帰
国
す
る
や
否
や
、
政
策
企
画
室
長
ケ
ナ
ン
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
政
策
に
関
す
る
政
策
文
書
を
執
筆
す
る
指
示
を
受
け
た
の
で
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あ
る
。

　

デ
ー
ビ
ス
は
宣
教
師
の
子
と
し
て
中
国
四
川
省
の
奥
地
で
生
ま
れ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
卒
業
前
に
は
燕
京
大
学
に
も
留
学
し
た
経

験
を
持
ち
、
国
務
省
き
っ
て
の
中
国
専
門
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
第
二
次
大
戦
直
後
に
モ
ス
ク
ワ
の
大
使
館
で
政
治
担
当
の
第
一

書
記
官
と
し
て
ケ
ナ
ン
の
下
で
働
い
た
経
験
も
買
わ
れ
て
、
政
策
企
画
室
が
発
足
す
る
と
、
ア
ジ
ア
専
門
家
と
し
て
招
か
れ
た
。

　

デ
ー
ビ
ス
は
東
南
ア
ジ
ア
情
勢
の
緊
迫
化
を
睨
み
つ
つ
、
訪
問
中
に
得
た
情
報
と
分
析
に
基
づ
い
て
、
ケ
ナ
ン
か
ら
指
示
さ
れ
た
政

策
文
書
の
作
成
に
着
手
し
、
八
月
初
頭
に
は
後
の
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
原
案
と
な
る
文
書
を
書
き
上
げ
た
（
以
下
、
こ
の
文
書
を
原
案
と
呼

ぶ
）。
こ
の
原
案
と
引
き
比
べ
る
と
、
四
九
年
三
月
に
完
成
さ
れ
国
務
長
官
に
提
出
さ
れ
た
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
は
、
章
立
て
こ
そ
同
一
で
あ

る
も
の
の
、
約
二
九
〇
〇
語
の
原
案
に
対
し
て
約
八
五
〇
〇
語
余
り
と
約
三
倍
に
も
加
筆
さ
れ
、
全
体
の
論
理
構
成
や
論
調
、
勧
告
の

中
身
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
以
下
の
分
析
を
先
取
り
す
れ
ば
、
冷
戦
に
勝
つ
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
西
欧
宗
主
国
を
追
い

出
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
主
権
を
移
譲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
案
の
中
心
的
な
命
題
は
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
で
も
維
持
さ
れ
、
こ

の
根
幹
部
分
に
つ
い
て
は
論
旨
も
記
述
も
重
な
る
部
分
が
多
い
。
他
方
、
国
務
省
内
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
に
対
す
る
譲
歩
と
し
て
、
様
々

な
新
た
な
要
素
が
加
筆
部
分
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

後
の
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
同
様
、
原
案
は
「
分
析
」
と
政
策
の
「
勧
告
」
の
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
、
各
部
分
は
地
域
全
体
を
俯
瞰
し
た
総

論
と
国
別
の
各
論
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
分
析
」
の
総
論
部
分
に
着
目
し
、
四
八
年
半
ば
の
段
階
で
、
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア

ジ
ア
に
対
す
る
認
識
と
対
応
の
枠
組
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
か
を
掴
ん
で
お
こ
う
。

　
「
分
析
」
の
総
論
部
分
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
現
地
の
重
要
性
を
め
ぐ
る
評
価
及
び
統
治
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
上
で
、
地
域
の
共
産

勢
力
の
浸
透
及
び
冷
戦
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は
、
経
済
的
に
は
資
源
の
供
給
地
及
び
将
来
の
市
場
と
し
て
期
待
で
き
る
と
し
な
が
ら
も
、
政
治
及
び
軍

（
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事
的
に
は
、
世
界
の
権
力
闘
争
の
中
心
か
ら
離
れ
て
お
り
、
現
時
点
で
は
、
二
次
的
な
重
要
性
し
か
も
た
な
い
と
評
価
し
た
（
三
段

落
）。
次
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
治
的
な
不
安
定
さ
を
問
題
視
し
（
五
段
落
）、
現
地
の
指
導
者
は
外
国
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
い

と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
願
望
と
動
機
に
よ
っ
て
主
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
（
六
段
落
）。
さ
ら
に
シ
ャ
ム
と
フ
ィ

リ
ピ
ン
を
除
い
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
も
含
む
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
指
導
者
に
は
統
治
と
い
う
責
務
を
果
た
せ
る
者
が
い
な
い
と
、
指

導
者
の
能
力
を
極
め
て
低
く
評
価
す
る
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
原
案
で
は
宗
主
国
に
統
治
を
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
宗
主
国
に
よ
る

独
立
の
付
与
は
、
植
民
地
側
が
宗
主
国
に
植
民
地
支
配
の
継
続
を
諦
め
さ
せ
る
だ
け
の
抵
抗
力
が
あ
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
抵
抗
に
よ

っ
て
、
植
民
地
支
配
の
コ
ス
ト
を
吊
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
核
心
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
七
段
落
）。
実
際
、
イ
ギ
リ
ス
が
四
七
年

八
月
に
当
初
の
予
定
を
早
め
て
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
に
主
権
を
移
譲
し
た
の
は
、
四
七
年
三
月
か
ら
パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
で
宗
教
対
立
か

ら
犠
牲
者
数
十
万
か
ら
一
〇
〇
万
人
以
上
と
も
推
定
さ
れ
る
大
虐
殺
が
起
こ
り
、
大
戦
に
よ
っ
て
悪
化
し
た
経
済
と
財
政
に
悩
ん
だ
イ

ギ
リ
ス
が
現
地
の
秩
序
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
気
力
も
能
力
も
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

同
年
一
月
に
独
立
を
与
え
ら
れ
た
ビ
ル
マ
で
は
騒
乱
が
起
き
て
お
り
、
自
治
能
力
の
な
い
状
態
で
の
独
立
の
危
険
性
を
訴
え
る
「
ビ

ル
マ
の
教
訓
」
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
た
。
だ
が
原
案
を
見
る
限
り
、
植
民
地
に
対
す
る
現
地
の
自
治
能
力
を
独
立
付
与
の
条
件
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
口
実
に
宗
主
国
は
い
つ
ま
で
も
植
民
地
を
手
放
さ
な
い
と
国
務
省
は
分
析
し
て
い
た
。

　

冷
戦
的
な
視
点
か
ら
の
分
析
が
始
ま
る
の
は
、
主
に
次
の
八
段
落
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
政
治
的
不
安
定
さ
を
抱
え

る
東
南
ア
ジ
ア
に
暮
ら
す
六
〇
〇
万
の
華
僑
の
動
向
に
対
す
る
警
戒
感
が
示
さ
れ
る
。
中
国
大
陸
が
共
産
党
の
下
で
統
一
さ
れ
れ
ば
、

東
南
ア
ジ
ア
の
中
国
系
住
民
が
そ
の
強
い
影
響
下
に
入
っ
て
脅
威
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
八
─
九
段
落
）。
実
際
、
こ
の
地
域
の

共
産
主
義
運
動
を
外
部
か
ら
指
導
及
び
支
援
し
て
い
る
の
は
、
中
国
共
産
党
だ
と
見
て
い
た
。
東
南
ア
ジ
ア
は
ソ
連
に
と
っ
て
も
遠
く
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戦
略
的
な
重
要
性
は
小
さ
い
た
め
、
ソ
連
自
ら
中
国
共
産
党
の
地
域
で
の
影
響
を
許
容
し
た
の
だ
と
い
う
（
一
〇
段
落
）。
し
か
し
、

や
が
て
ソ
連
の
戦
略
的
な
関
心
が
こ
の
地
域
に
ま
で
及
ぶ
だ
ろ
う
。
ソ
連
が
四
八
年
に
大
使
館
を
バ
ン
コ
ク
に
開
設
し
た
の
は
、
こ
の

地
域
で
自
ら
影
響
力
を
確
立
す
る
目
的
だ
と
も
述
べ
る
（
一
一
段
落
）。
そ
の
上
で
、
も
し
中
国
が
ソ
連
陣
営
に
与
す
る
よ
う
な
こ
と

に
な
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
は
ア
メ
リ
カ
と
自
由
世
界
に
と
っ
て
死
活
的
な
主
戦
場
と
な
ろ
う
（
二
段
落
）。

　

し
た
が
っ
て
、
将
来
の
ソ
連
と
の
闘
争
に
お
い
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
ア
メ
リ
カ
率
い
る
西
側
陣
営
に
引
き
込
む
こ
と
が
重
要
だ
と

す
る
一
方
で
、
こ
の
地
域
に
深
く
根
付
い
た
反
白
人
感
情
に
注
意
を
促
す
。
大
戦
前
か
ら
の
日
本
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
「
ア
ジ
ア
人

の
た
め
の
ア
ジ
ア
」
は
想
像
以
上
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
と
見
る
（
一
二
段
落
）。

　

こ
の
よ
う
に
原
案
は
、
中
国
共
産
党
を
通
じ
て
冷
戦
が
東
南
ア
ジ
ア
に
波
及
す
る
リ
ス
ク
に
神
経
を
尖
ら
せ
、
こ
の
地
域
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
敵
に
回
さ
な
い
こ
と
を
最
優
先
事
項
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
反
映
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
国
務
省
の
立
場
と
比
べ
て
、
総
じ

て
植
民
地
の
独
立
や
主
権
委
譲
を
阻
止
す
る
た
め
の
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
様
々
な
試
み
に
対
し
て
、
遥
か
に
厳
し
い
判
断
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
。

　

原
案
や
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
イ
ン
ド
シ
ナ
に
関
す
る
情
勢
分
析
に
つ
い
て
は
本
稿
後
半
で
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
オ
ラ

ン
ダ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
に
設
立
し
た
傀
儡
国
家
や
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
バ
オ
・
ダ
イ
工
作
の
よ
う
な
試
み
は
成
功
の
見
込
み
が
な
く

（
一
五
、
一
八
段
落
）、
行
き
詰
っ
て
武
力
に
訴
え
れ
ば
、
現
地
住
民
の
独
立
闘
争
は
ゲ
リ
ラ
戦
の
形
態
を
取
っ
て
果
て
し
な
く
続
き
、

オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
国
力
を
消
耗
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
地
で
過
激
派
や
共
産
主
義
勢
力
の
伸
長
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
厳
し
く

警
告
し
て
い
る
（
四
、
一
六
─
一
七
段
落
）。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も
イ
ン
ド
シ
ナ
で
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
ら
独
立
勢
力
は
「
真
の
主

権
」
の
移
譲
を
求
め
、
あ
く
ま
で
も
「
完
全
な
独
立
」
を
目
指
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
一
四
、
一
八
段
落
）。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
原
案
は
、
現
地
の
共
産
勢
力
へ
の
対
抗
と
い
う
冷
戦
の
論
理
を
東
南
ア
ジ
ア
政
策
の
基
軸
に
し
よ
う

（
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と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、
共
産
主
義
の
浸
透
に
対
す
る
脅
威
認
識
は
東
南
ア
ジ
ア
現
地
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
眺
め
る
ワ
シ
ン
ト

ン
の
政
策
決
定
者
の
間
に
も
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
原
案
は
そ
の
脅
威
感
を
利
用
し
て
、
反
植
民
地
主
義
的
な
国
内
世
論
を
国
務
省

な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
が
同
盟
の
利
益
を
掲
げ
て
押
し
留
め
る
、
と
い
う
従
来
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
を
め
ぐ
る
対
抗
図
式
を
一
変
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

原
案
に
お
い
て
は
、
西
欧
宗
主
国
を
退
場
さ
せ
て
現
地
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
権
力
を
移
譲
す
る
の
も
、
国
内
世
論
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
素
朴
な
反
植
民
地
主
義
か
ら
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
共
産
勢
力
と
の
闘
争
に
勝
利
す
る
た
め
だ
っ
た
。
反
植
民
地
主
義
は
冷
戦
を

戦
う
た
め
の
手
段
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

原
案
を
執
筆
し
た
デ
ー
ビ
ス
は
、
四
四
年
に
延
安
の
ア
メ
リ
カ
軍
視
察
団
の
一
員
と
し
て
中
国
共
産
党
と
接
触
し
、
国
民
党
と
の
交

渉
を
仲
介
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。
戦
後
は
国
共
内
戦
の
状
況
に
も
通
じ
、
共
産
党
こ
そ
外
国
の
侵
略
に
抵
抗
す
る
こ
と
で
人
心
を
掌
握

し
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
体
現
し
て
い
る
と
考
え
て
、
そ
の
強
さ
を
確
信
し
て
い
た
。
東
南
ア
ジ
ア
で
共
産
陣
営
に
打
ち
勝
つ
に
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
共
産
主
義
か
ら
引
き
離
す
他
は
な
く
、
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
西
欧
宗
主
国
を
退
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　

四
八
年
九
月
以
降
、
原
案
が
省
内
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
局
や
極
東
局
で
回
覧
さ
れ
る
と
、
当
然
こ
れ
ま
で
東
南
ア
ジ
ア
政
策
を
主
導
し
て

き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
の
省
内
高
官
か
ら
激
し
い
修
正
要
求
を
突
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
デ
ー
ビ
ス
は
そ
れ
を
原
案
に
取
り
込

も
う
と
す
る
が
、
そ
の
作
業
は
年
末
ま
で
殆
ど
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
ヘ
ー
ア
は
こ
れ
を
、
悪
化
す
る
東
南
ア
ジ
ア
情
勢
、
な
か
で

も
急
速
に
動
き
つ
つ
あ
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
情
勢
の
解
析
に
時
間
を
取
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
幹

部
の
巻
き
返
し
が
激
し
く
、
原
案
の
骨
格
と
な
る
論
理
自
体
を
換
骨
奪
胎
し
な
い
限
り
、
省
内
の
了
承
が
得
ら
れ
な
い
と
見
て
、
状
況

の
好
転
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
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第
二
章　

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
背
景

第
一
節　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
情
勢
の
急
展
開

　

四
八
年
夏
、
原
案
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
も
、
国
務
省
内
で
共
産
勢
力
浸
透

へ
の
警
戒
感
が
一
気
に
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
発
端
は
四
八
年
八
月
一
〇
日
、
ム
ソ
（M

usso

）
ら
親
ソ
派
の
共
産
主
義
者
が
、

二
〇
年
以
上
の
モ
ス
ク
ワ
亡
命
生
活
を
経
て
、
突
如
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
帰
還
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
ム
ソ
は
、
二
六
年
に
オ
ラ
ン
ダ

植
民
地
当
局
に
対
し
て
叛
乱
を
起
こ
し
た
経
験
が
あ
り
、
帰
国
後
、
大
衆
集
会
な
ど
で
公
然
と
オ
ラ
ン
ダ
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
も
批

判
し
、
ソ
連
を
称
賛
し
た
。
ム
ソ
は
「
共
産
党
に
よ
る
革
命
こ
そ
が
独
立
を
達
成
」
で
き
る
と
主
張
し
、
そ
れ
ま
で
独
立
が
獲
得
で
き

な
か
っ
た
の
は
、「
革
命
の
指
導
権
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
手
中
に
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
手
先
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
撃
退

の
た
め
に
は
「
ソ
連
と
協
力
す
べ
き
だ
」
と
大
衆
に
呼
び
か
け
た
。

　

ム
ソ
の
扇
動
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
国
務
省
内
で
は
、
共
産
勢
力
が
拡
張
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
不
安
定
化
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
が

広
が
り
始
め
、
東
南
ア
ジ
ア
課
長
リ
ー
ド
（CharlesS.Read

）
は
、
共
産
勢
力
に
人
民
の
支
持
が
集
ま
っ
て
ハ
ッ
タ
ら
が
こ
れ
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
ま
で
想
定
し
た
。
こ
の
年
の
初
頭
に
独
立
し
た
ビ
ル
マ
同
様
、
統
治
能
力
を
伴
わ
な
い
ま
ま

の
独
立
が
共
産
主
義
の
浸
透
を
招
く
と
い
う
悪
い
パ
タ
ー
ン
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
も
及
び
か
ね
な
い
と
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ム
ソ
ら
は
九
月
一
八
日
、
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
の
樹
立
を
宣
言
し
た
。
い
わ
ゆ
る
マ
デ
ィ
ウ

ン
事
件
で
あ
る
。
危
機
が
高
ま
る
中
、
共
和
国
側
は
、
四
六
年
に
当
時
の
シ
ャ
フ
リ
ル
政
権
に
対
す
る
ク
ー
デ
タ
容
疑
で
拘
束
さ
れ
て

い
た
共
産
主
義
者
の
タ
ン
・
マ
ラ
カ
（T

anM
alaka

）
ら
を
釈
放
す
る
。
モ
ス
ク
ワ
に
忠
誠
を
誓
う
ム
ソ
派
と
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
共

産
主
義
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
タ
ン
・
マ
ラ
カ
派
が
抗
争
を
起
こ
す
こ
と
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
共
和
国
側
は
ア
メ
リ
カ

（
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へ
の
働
き
か
け
を
強
め
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
経
済
封
鎖
や
傀
儡
国
家
の
樹
立
、
そ
し
て
交
渉
で
の
オ
ラ
ン
ダ
の
強
硬
な
姿
勢
こ
そ
が
、

共
和
国
内
を
不
安
定
化
し
、
共
産
勢
力
に
付
け
入
る
隙
を
与
え
て
い
る
と
訴
え
、
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
圧
力
行
使
を
求
め
た
。
結
局
、
共
和

国
側
は
九
月
末
頃
ま
で
に
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
蜂
起
の
鎮
圧
に
成
功
す
る
。

　

他
方
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
も
事
件
を
利
用
し
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
行
動
を
正
当
化
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
危
険

性
を
訴
え
よ
う
と
し
た
。
外
相
ス
テ
ィ
ッ
ケ
ル
（D

irkStikker

）
を
訪
米
さ
せ
、
国
務
省
へ
の
説
得
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム

ズ
紙
な
ど
主
要
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
共
和
国
指
導
部
の
中
に
共
産
主
義
者
が
紛
れ
込
ん
だ
か
ら
こ
そ
マ
デ
ィ
ウ
ン

事
件
が
勃
発
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
機
会
に
軍
事
行
動
を
行
い
、
共
和
国
を
壊
滅
さ
せ
ね
ば
、
共
産
勢
力
を
一
掃
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
期
待
に
反
し
て
、
国
務
省
は
ス
テ
ィ
ッ
ケ
ル
外
相
に
共
和
国
側
に
対
し
て
譲
歩
す
る
よ
う
求
め
た
。
ア
メ
リ

カ
側
か
ら
見
れ
ば
、
共
和
国
を
強
化
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
れ
以
上
の
共
産
勢
力
の
伸
張
を
阻
止
す
る
最
善
の
道
で
あ
る
。
し
か
し
オ
ラ

ン
ダ
は
耳
を
貸
さ
ず
、
そ
の
後
も
ア
メ
リ
カ
を
説
得
で
き
る
と
楽
観
的
だ
っ
た
。
ム
ソ
ら
モ
ス
ク
ワ
派
が
一
掃
さ
れ
る
と
、
今
度
は
タ

ン
・
マ
ラ
カ
の
脅
威
を
説
き
始
め
る
。
国
務
省
の
方
で
は
、
タ
ン
・
マ
ラ
カ
は
イ
ス
ラ
ム
共
産
主
義
を
掲
げ
る
異
端
で
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト

で
あ
り
、
モ
ス
ク
ワ
と
は
繋
が
っ
て
い
な
い
と
見
て
お
り
、
共
産
主
義
の
脅
威
を
訴
え
る
オ
ラ
ン
ダ
の
言
い
分
に
取
り
合
お
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
マ
デ
ィ
ウ
ン
事
件
を
経
て
、
国
務
省
の
中
で
は
、
ス
カ
ル
ノ
、
ハ
ッ
タ
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
指
導
部
は
共
産
勢
力

に
対
抗
す
る
上
で
信
頼
で
き
る
穏
健
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
認
識
が
広
ま
り
始
め
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
植
民
地
支

配
に
固
執
す
る
オ
ラ
ン
ダ
に
対
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
援
助
の
停
止
な
ど
の
制
裁
を
持
ち
出
す
と
こ
ろ
ま
で
は
踏
み
切
れ
ず
に

い
た
。

　

ア
メ
リ
カ
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
の
を
知
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
は
一
一
月
初
頭
以
降
、
海
外
領
土
大
臣
の
サ
ッ
セ
ン
（Em

m
anuelSas-
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sen

）、
ス
テ
ィ
ッ
ケ
ル
外
相
な
ど
主
要
閣
僚
ら
と
オ
ラ
ン
ダ
議
会
議
員
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
二
回
派
遣
し
、
和
平
交
渉
を
模
索
す
る
。

交
渉
で
は
、
休
戦
協
定
違
反
の
責
任
の
所
在
、
共
和
国
軍
の
段
階
的
解
消
の
方
法
（
連
邦
構
成
国
の
一
つ
と
し
て
連
邦
軍
に
吸
収
す
る

こ
と
）、
連
邦
構
成
国
の
数
、
暫
定
期
間
に
お
け
る
主
権
の
所
在
な
ど
が
議
題
と
な
っ
た
。
だ
が
対
立
は
解
消
さ
れ
ず
、
交
渉
は
一
二

月
上
旬
に
決
裂
す
る
。

　

そ
れ
を
見
た
ア
メ
リ
カ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
い
よ
い
よ
軍
事
力
で
決
着
を
つ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
、
思
い
留
ま
っ
て
交
渉
を

継
続
す
べ
き
だ
と
オ
ラ
ン
ダ
の
説
得
を
試
み
た
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
は
二
度
目
の
軍
事
行
動
へ
向
け
て
動
き
出
し
、
引
き
続
き
共
和

国
内
に
お
け
る
共
産
主
義
の
強
さ
を
ア
メ
リ
カ
に
訴
え
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ド
レ
ー
ス
内
閣
は
、
交
渉
を
続
け
る
べ
き
か
否
か
で
割
れ
た
。

オ
ラ
ン
ダ
側
は
こ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
介
入
と
外
交
的
圧
力
に
対
し
て
国
内
で
は
議
会
も
大
衆
も
激
し
く
反
発
し
て
お

り
、
現
在
の
内
閣
は
瓦
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
ア
メ
リ
カ
に
脅
し
を
か
け
る
。
そ
の
上
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
よ
る
連
邦
政
府
を

設
立
す
る
の
が
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
方
針
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
「
法
と
秩
序
の
回
復
」
の
た
め
の
「
警
察
行
動
」
が
必
要
で
あ
る
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ハ
ッ
タ
の
共
和
国
そ
の
も
の
が
消
滅
す
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
が
共
和
国
領
域
を
掌
握
で
き
る
の
で
、
共
産
勢
力
が
蔓
延
る

危
険
は
な
く
な
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
共
和
国
側
も
、
オ
ラ
ン
ダ
が
寄
越
し
た
交
渉
に
関
す
る
書
簡
に
ハ
ッ
タ
首
相
は
返
書

を
発
出
し
て
お
り
、
交
渉
の
準
備
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
た
と
自
ら
の
正
当
性
を
訴
え
た
。

　

ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
一
二
月
一
三
日
、
オ
ラ
ン
ダ
が
共
和
国
側
の
合
意
抜
き
で
、
現
地
の
傀
儡
諸
国
家
と
の
間
で
暫
定
政
権
の
設
立

を
進
め
た
の
を
見
て
、
も
は
や
オ
ラ
ン
ダ
の
説
得
は
困
難
だ
と
結
論
付
け
、
今
後
は
よ
り
強
い
圧
力
手
段
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る

だ
ろ
う
と
考
え
た
。
米
世
論
は
反
オ
ラ
ン
ダ
に
傾
き
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
よ
る
援
助
は
も
ち
ろ
ん
、
大
西
洋
条
約
締
結
に
向
け

て
今
後
予
定
し
て
い
た
軍
事
援
助
か
ら
も
オ
ラ
ン
ダ
を
排
除
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
事
力
行

使
は
、
現
地
で
共
産
勢
力
の
活
動
を
勢
い
づ
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
国
務
省
は
危
惧
を
強
め
た
。
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第
二
節　

オ
ラ
ン
ダ
の
軍
事
行
動
と
ア
メ
リ
カ
の
対
応

　

オ
ラ
ン
ダ
は
一
二
月
一
八
日
、
レ
ン
ヴ
ィ
ル
協
定
の
破
棄
を
通
告
し
、
翌
朝
、
本
稿
の
冒
頭
で
見
た
第
二
次
警
察
行
動
に
踏
み
切
っ

た
。
ハ
ッ
タ
は
オ
ラ
ン
ダ
軍
に
拘
束
さ
れ
る
前
に
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
全
権
を
閣
僚
に
与
え
て
お
り
、
臨
時
共
和
国
政
府
が
北
ス
マ

ト
ラ
に
設
置
さ
れ
た
。
共
和
国
軍
は
以
降
、
ゲ
リ
ラ
戦
で
対
応
す
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
言
い
分
で
は
、
交
渉
は
失
敗
し
て
お
り
、
連
邦
国
家
設
立
の
た
め
の
治
安
維
持
は
、
共
和
国
に
任
せ
ら
れ
ず
軍
事
行
動

は
止
む
を
得
な
い
措
置
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
側
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
地
域
内
で
は
タ
ン
・
マ
ラ
カ
ら
に
よ
る
大
規
模
武
装
叛
乱
の
勃

発
の
情
報
が
流
れ
て
お
り
、
共
産
勢
力
の
拡
張
を
食
い
止
め
つ
つ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
へ
の
主
権
移
譲
を
進
め
る
た
め
に
は
、
共
和
国

地
域
を
占
領
し
、
連
邦
国
家
の
建
設
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

あ
く
ま
で
強
硬
な
オ
ラ
ン
ダ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。
国
務
省
次
官
ロ
ヴ
ェ
ッ
ト
（RobertLovett

）

は
ジ
ェ
サ
ッ
プ
（PhilipJessup

）
国
連
代
表
部
米
大
使
に
対
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
行
動
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
産
主
義
の
蔓

延
を
促
し
て
穏
健
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
勢
力
に
痛
手
を
負
わ
せ
た
と
伝
え
た
。
そ
れ
ま
で
親
オ
ラ
ン
ダ
の
姿
勢
を
示
し
同
情
的
だ
っ
た

ジ
ェ
サ
ッ
プ
や
バ
タ
ー
ワ
ー
ス
（W

altonButterw
orth

）
極
東
局
長
ら
国
務
省
高
官
ら
も
批
判
に
転
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
共

産
主
義
の
拡
張
を
抑
え
込
む
た
め
に
こ
そ
、
オ
ラ
ン
ダ
に
軍
事
力
行
使
を
続
け
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
オ
ラ
ン
ダ

側
の
主
張
を
土
台
か
ら
覆
す
論
理
を
持
ち
出
し
、
植
民
地
戦
争
を
容
認
し
な
い
立
場
を
明
確
化
し
た
の
で
あ
る
。「
警
察
行
動
」
に
突

き
進
ん
だ
オ
ラ
ン
ダ
は
外
交
的
苦
境
に
陥
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
ア
メ
リ
カ
は
ま
だ
オ
ラ
ン
ダ
を
追
い
詰
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
ロ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
指
示
を
受
け
た

ジ
ェ
サ
ッ
プ
は
国
連
安
保
理
の
場
で
一
二
月
二
三
日
、
オ
ラ
ン
ダ
の
行
動
が
い
か
に
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
反
し
て
い
る
か
を
強
調
し
つ

つ
も
、
オ
ラ
ン
ダ
に
対
す
る
制
裁
は
支
持
し
な
い
と
し
た
。
二
四
日
に
は
安
保
理
で
即
時
停
戦
と
ス
カ
ル
ノ
ら
逮
捕
さ
れ
た
要
人
の
釈

（
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放
を
求
め
る
決
議
六
三
が
採
択
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
も
こ
れ
に
は
賛
成
し
た
（
ソ
連
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ベ
ル
ギ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
は
棄
権
）

も
の
の
、
名
指
し
で
の
批
判
は
避
け
つ
つ
、
舞
台
裏
で
オ
ラ
ン
ダ
に
圧
力
を
か
け
続
け
て
い
る
。

　

し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
が
警
察
行
動
直
後
に
拘
束
し
た
ハ
ッ
タ
ら
共
和
国
指
導
部
を
一
二
月
末
、
ジ
ャ
ワ
島
か
ら
連
れ
出
し
辺
鄙
な
流

刑
地
バ
ン
カ
島
に
移
送
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
激
怒
し
た
。
四
九
年
一
月
の
安
保
理
で
は
、
ア
メ
リ
カ
自
ら
決
議
案
を
提
出
し
、
国
連

大
使
ジ
ェ
サ
ッ
プ
は
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
双
方
に
停
戦
を
求
め
、
拘
禁
中
の
共
和
国
指
導
者
の
釈
放
と
首
都
ジ
ョ
グ
ジ

ャ
カ
ル
タ
へ
の
帰
還
及
び
共
和
国
政
府
の
一
二
月
の
軍
事
侵
攻
前
へ
の
「
原
状
回
復
」
を
オ
ラ
ン
ダ
に
要
求
し
た
。
さ
ら
に
五
〇
年
七

月
一
日
ま
で
に
共
和
国
側
を
含
む
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
邦
共
和
国
」
を
樹
立
し
、
こ
れ
に
主
権
を
委
譲
す
る
よ
う
、
国
連
仲
裁
委
員
会

の
仲
介
に
基
づ
く
交
渉
の
再
開
を
求
め
た
。
今
回
、
ア
メ
リ
カ
は
目
に
見
え
る
形
で
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
圧
力
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
ア
メ
リ
カ
は
、
反
共
の
た
め
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
敵
に
回
し
て
は
な
ら
ず
、
西
欧
同
盟
国
の
死
活
的
な
利
益
を
切
り
捨
て
て

で
も
、
共
和
国
指
導
部
と
い
う
穏
健
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
育
成
・
支
援
し
て
味
方
に
つ
け
る
道
を
取
る
選
択
を
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

デ
ー
ビ
ス
に
よ
る
一
月
一
二
日
付
メ
モ
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

　
「
共
和
国
は
モ
ス
ク
ワ
の
方
を
向
い
て
い
な
い
し
、
共
和
国
の
行
動
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
攻
撃
と
い
う
脅
威
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
、
ハ

ッ
タ
と
そ
の
仲
間
が
共
産
主
義
者
に
対
処
す
る
技
術
に
お
い
て
申
し
分
の
な
い
熟
達
者
だ
と
極
め
て
明
白
に
示
し
た
。
西
欧
は
、
ハ
ッ

タ
を
刑
務
所
に
放
り
込
む
よ
り
、
む
し
ろ
自
ら
の
事
業
の
た
め
に
ハ
ッ
タ
を
取
り
込
ん
で
い
れ
ば
、
上
手
く
事
を
運
べ
た
だ
ろ
う
。」

　

四
八
年
秋
以
降
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
地
政
学
的
な
重
要
性
も
一
層
増
し
た
。
中
国
内
戦
に
お
い
て
共
産
党
は
圧

倒
的
優
位
を
見
せ
、
四
八
年
秋
に
は
満
州
を
占
拠
し
、
四
九
年
に
入
る
と
長
江
以
北
を
押
さ
え
た
。
国
民
党
軍
は
南
へ
壊
走
中
だ
っ
た
。

国
務
省
で
も
四
八
年
一
一
月
末
以
降
、「
国
民
党
政
府
が
消
滅
す
る
可
能
性
」
を
本
格
的
に
検
討
し
始
め
る
。
国
務
省
政
策
企
画
室
長

ケ
ナ
ン
に
よ
る
一
二
月
一
七
日
付
覚
書
に
よ
れ
ば
、「
満
州
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
」
の
大
陸
部
が
敵
対
的
に
な
れ
ば
、「
北
海
道
か
ら
ス
マ

（
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ト
ラ
」
の
島
嶼
線
が
重
要
に
な
る
。

第
三
節　

オ
ラ
ン
ダ
の
反
発

　

オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
一
月
一
七
日
、
国
連
が
状
況
の
一
面
的
な
描
写
に
よ
っ
て
完
全
に
間
違
っ
た
印
象
を
作
り
出
し
た
、
と
の
声
明
を

出
す
。
オ
ラ
ン
ダ
の
報
道
も
、
最
新
の
ア
メ
リ
カ
の
安
保
理
決
議
案
に
対
し
て
反
発
を
強
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地

に
な
る
と
非
難
し
た
。

　

安
保
理
で
ア
メ
リ
カ
提
出
の
決
議
案
は
一
月
二
八
日
、
反
対
な
し
で
決
議
六
七
と
し
て
採
択
さ
れ
る
（
仏
、
ソ
連
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は

棄
権
）。
そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問
題
を
管
轄
し
て
い
た
国
連
仲
裁
委
員
会
は
「
国
連
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
委
員
会
」
と
改
称
さ
れ
、
権

限
が
拡
大
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
連
邦
政
府
に
関
す
る
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
委
員
会
は
独
自
の
判
断
に
よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問

題
の
解
決
策
を
安
保
理
に
提
案
し
、
審
議
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
オ
ラ
ン
ダ
は
、
自
ら
が
樹
立
し
た
傀
儡
諸
国
が
加
盟
す
る
「
連
邦
構
成
国
元
首
協
議
会
」（Bijeenkom

st

voorFederaalO
verleg

：
以
下
、
連
邦
協
議
会
と
い
う
）
の
代
表
に
、
安
保
理
決
議
六
七
を
非
難
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
た
。
連

邦
協
議
会
と
は
、
四
八
年
五
月
二
九
日
に
現
地
オ
ラ
ン
ダ
当
局
の
ム
ー
ク
（H

ubertusJ.vanM
ook

）
副
総
督
が
、
共
和
国
の
圧
倒

的
な
影
響
力
に
反
発
す
る
各
地
域
の
伝
統
的
支
配
層
を
、
各
傀
儡
国
家
の
指
導
者
（
連
邦
派
や
連
邦
主
義
者
と
呼
ば
れ
た
）
と
し
て
担

ぎ
出
し
、
こ
れ
ら
の
諸
国
を
連
邦
と
し
て
束
ね
る
こ
と
で
、
ス
カ
ル
ノ
や
ハ
ッ
タ
ら
が
率
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政
治
的
影
響

力
を
そ
ぐ
目
的
で
設
立
し
た
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
期
待
に
反
し
て
、
連
邦
協
議
会
の
有
力
な
構
成
国
で
あ
る
パ
ス
ン

ダ
ン
国
や
東
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
が
、
同
じ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
対
す
る
軍
事
力
行
使
や
拘
禁
に
抗
議
し
て
協
議
会
か
ら
脱
退
す
る
な
ど
、

連
邦
主
義
者
か
ら
の
激
し
い
反
発
が
相
次
い
で
、
彼
ら
を
共
和
国
指
導
部
に
接
近
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
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オ
ラ
ン
ダ
政
権
内
で
は
、
一
月
二
八
日
付
安
保
理
決
議
六
七
へ
の
対
応
を
め
ぐ
り
混
迷
が
深
ま
る
。
二
月
に
入
っ
て
も
、
閣
僚
や
政

界
の
有
力
者
ら
は
安
保
理
決
議
の
受
け
入
れ
は
不
可
能
で
あ
り
、「
責
任
を
果
た
す
た
め
の
手
段
を
も
た
な
い
国
際
機
関
」
と
責
任
を

分
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　

他
方
、
ア
メ
リ
カ
側
も
焦
っ
て
い
た
。
国
務
省
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問
題
は
も
は
や
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
問
題
の
み
で
は

な
く
な
り
、
極
東
そ
し
て
ア
ジ
ア
全
体
、
西
欧
ま
で
も
巻
き
込
ん
で
い
る
と
懸
念
を
深
め
て
い
た
。
一
月
下
旬
に
は
イ
ン
ド
が
主
導
し

て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
支
援
す
る
た
め
の
ア
ジ
ア
諸
国
会
議
が
二
三
カ
国
も
参
加
し
て
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
か
れ
、
反
植
民
地
主
義
の
ア

ジ
ア
の
世
論
を
喚
起
す
る
。
会
議
で
は
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
（LoyW

.H
enderson

）
米
大
使
が
参
加
各
国
に
対
し
精
力
的
に
働
き
か
け

を
行
い
、
ア
ジ
ア
の
脱
植
民
地
化
へ
の
熱
気
に
触
れ
、
ア
ジ
ア
を
敵
に
回
さ
な
い
た
め
に
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
重

要
性
を
理
解
す
べ
き
だ
と
感
じ
て
い
た
。

　

依
然
と
し
て
安
保
理
決
議
に
対
応
し
な
い
オ
ラ
ン
ダ
に
対
し
て
、
国
務
省
は
二
月
二
三
日
、「
迅
速
な
措
置
」
を
求
め
る
覚
書
を
発

出
し
た
。
米
上
院
で
も
ブ
リ
ュ
ー
ス
タ
ー
（RalphO

.Brew
ster

）
ら
九
名
の
議
員
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
事
行
動

停
止
ま
で
対
蘭
経
済
及
び
軍
事
支
援
を
中
止
す
べ
き
だ
と
す
る
決
議
案
を
提
出
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
側
の
攻
勢
に
直
面
し
た
オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
、
や
む
な
く
二
月
二
六
日
、
安
保
理
決
議
六
七
を
受
諾
す
る
旨
の
声
明
を
発
し

た
。
指
定
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
安
保
理
決
議
の
求
め
る
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
邦
共
和
国
」
へ
の
主
権
委
譲
を
実
施
す
べ
く
、
三
月
一
二

日
か
ら
ハ
ー
グ
で
共
和
国
代
表
と
連
邦
協
議
会
代
表
が
参
加
す
る
会
議
を
開
催
す
る
と
い
う
提
案
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
「
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
連
邦
共
和
国
」
に
対
し
て
主
権
を
委
譲
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
定
め
る
法
に
基
づ
い
て
「
オ
ラ
ン
ダ
＝
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
合
」
を
設
置
し
、

「
連
邦
共
和
国
」
の
暫
定
政
府
の
樹
立
な
ど
を
協
議
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
国
連
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
委
員
会
は
、
オ
ラ
ン
ダ

の
声
明
で
は
主
権
移
譲
後
も
蘭
軍
の
駐
留
が
継
続
す
る
こ
と
も
あ
り
、
安
保
理
決
議
に
従
っ
て
い
な
い
と
断
じ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
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和
国
臨
時
政
府
側
も
、
安
保
理
決
議
の
履
行
逃
れ
を
企
図
す
る
い
か
な
る
行
動
に
も
参
加
し
な
い
と
声
明
し
た
。
実
際
、
決
議
が
共
和

国
指
導
者
の
即
時
無
条
件
の
解
放
を
要
求
し
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
は
こ
の
時
点
で
も
な
お
解
放
に
条
件
を
付
し
て
い
た
。
交

渉
開
始
を
め
ぐ
り
膠
着
状
態
は
続
く
。

第
三
章　

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
構
成
と
内
容

第
一
節　

構
成

　

紆
余
曲
折
は
残
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
オ
ラ
ン
ダ
が
第
二
次
警
察
行
動
に
よ
っ
て
暴
走
し
、
ア
メ
リ
カ
の
介
入
を
招
い
て
撤
退

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
形
で
大
勢
は
決
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
体
が
共
和
国
を
軸
に
し
た
国
家
と
し
て
独
立
す
る
方
向
へ
動
き

始
め
る
。
オ
ラ
ン
ダ
が
以
後
も
何
ら
か
の
影
響
力
を
維
持
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
宗
主
国
と
し
て
は
退
場
が
確
定
し
た

の
で
あ
る
。
中
国
内
戦
で
共
産
党
が
勝
利
を
続
け
、
格
段
に
高
ま
っ
た
地
域
の
共
産
化
へ
の
脅
威
感
を
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
外
交
は
ほ

ぼ
力
づ
く
で
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
支
配
を
清
算
す
る
道
に
進
ん
だ
。
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
原
案
で
デ
ー
ビ
ス
や
ケ
ナ
ン
が
唱
え
た
指
針
の
通

り
に
現
実
が
進
行
し
た
と
い
え
よ
う
。
デ
ー
ビ
ス
が
第
二
次
警
察
行
動
の
開
始
前
後
に
原
案
の
改
訂
を
再
開
し
、
オ
ラ
ン
ダ
が
降
参
し

て
共
和
国
側
と
の
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
こ
う
と
し
た
頃
に
作
業
を
終
え
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
原
案
は
全
面
的
に
改
訂
と

加
筆
が
な
さ
れ
て
三
月
二
九
日
、
国
務
省
政
策
企
画
室
の
公
式
の
政
策
文
書
で
あ
る
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
と
し
て
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
作
成
の
経
緯
を
直
接
的
に
反
映
し
て
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
分
析
と
提
言
が
イ
ン
ド
シ
ナ
の
約

二
倍
に
の
ぼ
る
だ
け
で
は
な
く
、
議
論
や
分
析
の
根
幹
部
分
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
紛
争
の
解
決
を
念
頭
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
読
む

こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
は
以
下
の
よ
う
な
章
立
て
を
取
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
定
義
を
定
め
た
一
段
落
目
の
「
問
題
」
と
題
す
る
導
入
部
に
続
い

（
59
）（

60
）
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て
、
第
一
部
「
分
析
」
の
総
論
は
次
の
六
節
で
構
成
さ
れ
る
。

　
　

一
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
全
般
（
二-

三
段
落
、
全
二
段
落
）

　
　

二
、
地
域
に
お
け
る
経
済
的
な
考
察
（
四-

一
〇
段
落
、
全
七
段
落
）

　
　

三
、
地
域
に
お
け
る
政
治
的
な
考
察
（
一
一-

二
一
段
落
、
全
一
一
段
落
）

　
　

四
、
東
南
ア
ジ
ア
と
ソ
ビ
エ
ト
世
界
と
の
ア
メ
リ
カ
の
闘
争
（
二
二-

二
七
段
落
、
全
六
段
落
）

　
　

五
、
東
南
ア
ジ
ア
と
大
西
洋
共
同
体
（
二
八-

三
四
段
落
、
全
七
段
落
）

　
　

六
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
向
け
て
（
三
五-

四
六
段
落
、
全
一
二
段
落
）

　
「
分
析
」
の
各
論
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
一
〇
段
落
（
四
七-

五
六
段
落
、
一
一
一
一
語
）、
イ
ン
ド
シ
ナ
全
六
段
落
（
五
七-

六
二

段
落
、
六
二
八
語
）、
ビ
ル
マ
全
三
段
落
（
六
三-

六
五
段
落
）、
シ
ャ
ム
全
二
段
落
（
六
六-

六
七
段
落
）、
マ
ラ
ヤ
全
三
段
落
（
六

八-

七
〇
段
落
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
四
段
落
（
七
一-

一
七
段
落
）
の
順
で
記
さ
れ
る
。

　

第
二
部
「
勧
告
」
の
総
論
は
「
東
南
ア
ジ
ア
地
域
全
体
」
と
題
し
、
全
八
段
落
（
七
五-

八
二
段
落
）
で
あ
る
。「
勧
告
」
の
各
論

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
シ
ナ
、
ビ
ル
マ
、
シ
ャ
ム
、
マ
ラ
ヤ
は
各
一
段
落
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
全
三
段
落
で
構
成
さ
れ
る
。
た
だ

し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
八
三
段
落
だ
け
だ
が
、
五
七
二
語
に
の
ぼ
り
、
イ
ン
ド
シ
ナ
は
同
じ
く
一
段
落
（
八
四
段
落
）
の
み
で
、
四
八
語

で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
紙
幅
の
制
約
か
ら
、「
分
析
」、
特
に
「
総
論
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
原
案
か
ら
ど
の
よ
う
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
の
か
、

次
に
見
て
い
き
た
い
。
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第
二
節　

分
析
・
総
論

　

第
一
部
「
分
析
」
の
核
心
は
、
六
節
の
「
東
南
ア
ジ
ア
政
策
」
で
あ
り
、
そ
の
要
諦
は
「
東
南
ア
ジ
ア
と
大
西
洋
共
同
体
の
関
係
の

合
理
化
」
を
大
至
急
促
進
す
る
こ
と
だ
と
節
の
冒
頭
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
案
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
大
き
な
追
加
点
で
あ

る
。

　

こ
の
「
合
理
化
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の
前
提
が
第
一
節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
記
載
さ
れ
、
六
節
で
説
明
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
順
を
追
っ
て
以
下
見
て
い
こ
う
。

　

第
一
節
で
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
が
、
ク
レ
ム
リ
ン
に
よ
っ
て
明
白
に
指
示
さ
れ
た
組
織
的
攻
撃
の
標
的
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、

原
案
の
冒
頭
（
二
段
落
、
本
稿
で
は
一
一
一
五
頁
に
引
用
）
で
示
さ
れ
た
予
測
が
現
実
化
し
、
東
南
ア
ジ
ア
が
冷
戦
の
主
戦
場
と
な
っ

た
以
上
、
こ
の
地
域
に
も
本
格
的
な
対
ソ
戦
略
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
宣
言
す
る
。

　

第
二
節
と
三
節
で
は
、
地
域
の
多
様
性
や
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
重
要
性
を
示
す
。

　

第
二
節
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
石
油
を
含
む
天
然
資
源
と
食
糧
の
重
要
な
供
給
地
と
位
置
づ
け
た
。
と
り
わ
け
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
イ

ン
ド
シ
ナ
は
、
豊
富
な
原
材
料
が
あ
り
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
収
入
源
に
な
る
一
方
で
、
戦
前
の
帝
国
主
義
の
復
活
を
目
指
し
て
植

民
地
戦
争
を
遂
行
す
る
と
い
う
無
駄
な
努
力
の
結
果
、
純
資
産
の
流
出
を
招
い
て
い
る
と
見
る
。
そ
し
て
「
一
九
世
紀
的
帝
国
主
義
」

は
、
基
本
的
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
は
や
有
用
な
制
度
で
は
な
い
と
断
じ
る
。
こ
の
点
は
、「
原
案
」
よ
り
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ

記
述
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
地
域
の
資
源
を
有
効
活
用
す
る
に
は
、
援
助
や
外
資
の
導
入
等
に
よ
る
新
興
独
立
諸
国
の
希
望
に

応
え
る
経
済
開
発
が
必
要
で
あ
り
、
政
治
的
安
定
が
そ
の
必
須
条
件
だ
と
し
た
。

　

そ
し
て
第
三
節
で
は
、
今
そ
の
安
定
を
乱
す
要
因
と
し
て
、
植
民
地
主
義
と
中
国
の
浸
透
及
び
共
産
主
義
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
原
案
で
は
、
不
安
定
要
因
と
し
て
人
種
的
対
立
と
中
国
の
帝
国
主
義
を
挙
げ
て
い
た
（
五
段
落
）。
こ
の
第
三
節
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
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東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
潮
流
が
、
植
民
地
主
義
を
離
れ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
方
を
向
い
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
勢
力
の
衰
退
に
加
え
て
、
現
地
の
政
治
意
識
の
拡
大
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
急
進
化
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た

と
見
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
不
可
逆
的
だ
と
評
す
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
政
治
及
び
経
済
的
に
東
南
ア
ジ
ア
で
最
も
強
力
な
思
想
だ

と
言
う
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
中
国
系
移
民
の
各
地
域
へ
の
影
響
力
と
ソ
連
の
浸
透
を
考
察
し
て
い
る
。

　

第
四
節
で
は
、
地
域
で
の
米
ソ
の
勢
力
圏
争
い
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
を
考
察
す
る
。
ソ
連
に
と
っ
て
こ
の
地
域
の
資
源
と
交
通
路

は
、
ア
メ
リ
カ
や
西
側
世
界
に
活
用
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
り
、
経
済
的
動
機
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
的
な
動
機
が

勝
る
と
指
摘
し
た
。
更
に
こ
の
地
域
の
地
政
学
的
な
重
要
性
も
挙
げ
、
中
国
は
共
産
主
義
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
あ
り
、「
東
南
ア
ジ
ア
、

特
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
を
共
産
主
義
に
明
け
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
主
要
な
三
つ
の
基
盤
と
な
る
地
域
（
日
本

と
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
と
東
南
ア
ジ
ア
を
連
結
・
統
合
し
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
対
抗
す
る
勢
力
を
形
成
す
る
と
共
に

「
封
じ
込
め
の
ラ
イ
ン
」
を
維
持
し
発
展
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
こ
こ
に
は
「
原
案
」
に
は
な
か
っ
た
、
共
産
主
義
封
じ

込
め
の
た
め
の
地
政
学
的
な
考
慮
が
体
系
的
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
五
節
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
そ
の
宗
主
国
を
含
む
西
欧
諸
国
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。「
共
産
主
義
に
対
す
る
有
効
な
対
抗
勢
力
」

の
創
出
の
た
め
に
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
と
大
西
洋
共
同
体
と
の
関
係
の
合
理
化
」
が
不
可
欠
だ
と
い
う
。
同
時
に
そ
の
努
力
は
極
め
て

困
難
だ
と
も
予
想
し
、
軽
蔑
や
憎
悪
に
満
ち
た
両
地
域
の
関
係
を
「
精
神
病
的
な
関
係
」
と
表
現
す
る
。

　
「
こ
の
本
質
的
に
精
神
病
的
な
関
係
は
、
ア
メ
リ
カ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
し
て
独
立
付
与
の
約
束
を
果
た
し
た
日
本
の
降
伏
直
後
の

時
期
に
大
幅
に
改
善
さ
れ
、〔
さ
ら
に
〕
イ
ギ
リ
ス
は
鋭
敏
で
先
見
の
明
の
あ
る
政
治
的
手
腕
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
と
ビ
ル
マ
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
ト
の
政
治
的
要
求
に
譲
歩
し
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
帝
国
主
義
者
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
啓
蒙

的
な
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
健
全
な
印
象
を
台
無
し
に
し
た
。
こ
う
し
て
大
西
洋
共
同
体
の
二
つ
の
加
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盟
国
に
よ
る
近
視
眼
的
な
大
失
策
は
、
二
つ
の
主
要
加
盟
国
に
よ
る
共
同
体
全
体
の
た
め
に
な
さ
れ
た
進
歩
を
大
き
く
損
な
っ
た
の
で

あ
る
。」（〔　

〕
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。
以
下
同
じ
。）

　

こ
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
帝
国
主
義
的
政
策
を
糾
弾
す
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
や
ビ
ル
マ
等
へ

の
独
立
の
付
与
を
大
い
に
評
価
し
た
。
第
三
節
一
六
段
落
は
、
原
案
の
七
段
落
と
同
じ
内
容
で
あ
り
、
宗
主
国
が
植
民
地
か
ら
撤
退
を

考
え
さ
せ
る
に
は
、
植
民
地
運
営
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
上
げ
れ
ば
よ
い
と
い
う
。

　

続
く
三
一
段
落
で
は
、
こ
の
よ
う
な
蘭
仏
の
植
民
地
戦
争
に
よ
っ
て
「
白
人
と
有
色
人
種
と
の
対
立
」
の
先
鋭
化
の
リ
ス
ク
に
晒
さ

れ
る
ア
メ
リ
カ
の
危
惧
が
示
さ
れ
る
。
特
に
同
年
一
月
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
主
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問
題
の
解
決
と
い
う
目
的
を
掲
げ
て

開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国
会
議
は
、
白
人
と
有
色
人
種
と
の
対
立
を
前
面
に
出
し
か
ね
な
か
っ
た
。「
白
人
と
有
色
人
種
と
の
対
立
」

が
激
化
す
れ
ば
、
ソ
連
の
主
張
す
る
資
本
主
義
に
よ
る
搾
取
的
な
植
民
地
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
東
南
ア
ジ
ア
の
人
民
が

一
層
感
化
さ
れ
易
く
な
る
危
険
が
あ
る
。

　

三
二
段
落
は
、
次
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
焦
り
を
表
す
。

　
「
歴
史
上
最
も
貪
欲
で
邪
悪
な
帝
国
主
義
者
で
あ
る
ソ
連
は
、
抑
圧
さ
れ
た
植
民
地
人
民
の
擁
護
者
と
し
て
装
い
、〔
東
南
ア
ジ
ア
の

人
民
か
ら
〕
か
な
り
の
程
度
そ
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。〔
中
略
〕
お
そ
ら
く
歴
史
上
最
も
恵
深
い
大
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
方

は
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
一
九
世
紀
の
植
民
地
主
義
者
の
積
極
的
な
共
犯
者
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
黙
認
す
る
協
力
者
と
み
な
さ
れ

て
い
る
。」

　

こ
う
し
た
危
険
を
孕
む
「
東
南
ア
ジ
ア
と
大
西
洋
共
同
体
と
の
さ
ら
な
る
対
立
」
の
損
害
は
、
長
期
に
及
び
深
刻
に
な
る
蓋
然
性
が

あ
る
。
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
大
西
洋
共
同
体
が
ソ
連
と
の
闘
争
で
生
き
残
っ
た
と
し
て
も
「
西
側
に
対
す
る
共
通
の
恨
み
と
敵
意
で

団
結
し
た
ア
ジ
ア
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
な
ら
、
人
類
は
殆
ど
進
歩
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
強
い
懸
念
を
示
す
。
結
論
と
し
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て
、
両
地
域
の
関
係
の
「
合
理
化
」
が
必
要
で
あ
り
、
問
題
は
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
だ
と
断
じ
る
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
第
六
節
で
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
と
大
西
洋
共
同
体
の
関
係
の
合
理
化
」
を
目
指
し
た
ア
メ
リ
カ
の
東
南

ア
ジ
ア
政
策
が
検
討
さ
れ
る
。
で
は
「
合
理
化
」
と
は
何
か
。

　

三
六
段
落
で
は
、
ま
ず
「
我
々
は
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
を
大
至
急
説
得
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
イ
ン
ド
シ
ナ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
た
ち
が
満
足
す
る
よ
う
な
解
決
策
を
直
ち
に
編
み
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
決
意
を
語
る
。「
今
日
ま
で
の
わ
が
国
の
経
験

を
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
件
に
関
し
て
蘭
仏
両
政
府
に
再
三
に
渡
っ
て
抗
議
や
警
告
を
繰
り
返
し
た
が
、
何
ら
効
果
は
な
か
っ
た
」
と
嘆

く
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
圧
力
を
厳
し
く
す
れ
ば
、（
一
）
更
な
る
態
度
の
硬
化
、（
二
）
両
国
内

の
政
治
危
機
（
三
）
大
西
洋
共
同
体
の
結
束
を
損
な
う
波
及
効
果
を
引
き
起
こ
す
危
険
が
あ
る
」
と
そ
の
困
難
さ
を
滲
ま
せ
る
。

　

三
七
段
落
は
、
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
姿
勢
は
「
根
本
的
に
不
合
理
」
だ
と
断
じ
な
が
ら
、「
我
々
は
純
粋
理
性
の
世
界
で
生
き

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
現
代
の
国
家
が
合
理
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
難
し
さ
も
指
摘
す
る
。
そ
の
考
慮
か
ら
三
八
段
落

で
は
「
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
感
性
に
配
慮
せ
ず
に
振
舞
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
留
意
を
求
め
る
。
不
合
理
な
感
情
で
あ
っ
て
も
、

両
国
に
寄
り
添
う
政
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
で
も
、
大
西
洋
共
同
体
で
も
、
ア
メ
リ
カ
外
交
の
目
的
が
損
な
わ
れ
か
ね
な

い
と
釘
を
差
し
た
。

　

同
時
に
、
三
九
段
落
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
強
情
で
譲
歩
せ
ず
、「
大
西
洋
共
同
体
を
潰
す
」
と
脅
迫
し
て
も
、
ア
メ

リ
カ
は
「
怯
ん
だ
り
譲
歩
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
四
〇
段
落
か
ら
四
一
段
落
に
よ
る
と
、
大
国
ア
メ
リ

カ
は
そ
の
責
務
を
認
識
し
て
「
眼
前
に
あ
る
の
が
ど
の
よ
う
な
袋
小
路
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
匙
を
投
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」、

と
他
を
圧
す
る
権
力
と
影
響
力
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
の
関
与
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

　

四
二
段
落
は
「
い
ま
や
ソ
連
と
の
闘
争
の
本
質
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
決
定
的
な
争
点
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は
、
植
民
地
帝
国
主
義
と
戦
闘
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
鮮
明
な
対
立
だ
」
と
記
す
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
は
、
い
ず
れ
の
陣
営
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
こ
の
地
域
で
ど
こ
ま
で
影
響
力
を
持
ち
う
る
か
と
い
う
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
争
い
が
本
質
だ
と
見
る
。
そ
う
し
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
闘
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
配
慮
し
、
そ
れ
を
自
由
主
義
・
資
本
主
義
陣
営
に
敵
対
的
に
な
ら
ぬ
よ
う

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
四
三
段
落
で
は
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
。

　
「
仮
に
東
南
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
順
応
せ
よ
と
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
に
舞
台
裏
で
、
か
つ
強
力
に
勧
め
た
と
し
て
、
果

た
し
て
我
々
の
西
側
同
盟
者
が
主
権
を
穏
健
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
実
に
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
状
況
は

既
に
悪
化
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
帝
国
主
義
支
配
に
代
わ
る
選
択
肢
と
し
て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
カ
オ
ス
、
イ
ン
ド
シ
ナ
で
は
共

産
主
義
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
で
は
こ
う
し
た
カ
オ
ス
や
共
産
主
義
の
「
恐
れ
」
が
あ
り
う
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
い
る
。

そ
の
上
で
「
近
い
将
来
に
つ
い
て
我
々
の
眼
前
に
あ
る
選
択
肢
は
、〔
蘭
仏
に
〕
敵
対
し
て
〔
東
南
ア
ジ
ア
現
地
で
〕
騒
乱
を
引
き
起

こ
す
か
、
そ
れ
と
も
〔
蘭
仏
と
の
〕
友
好
的
関
係
の
う
ち
に
〔
東
南
ア
ジ
ア
現
地
で
〕
安
定
を
維
持
す
る
か
、
で
は
な
い
。〔
蘭
仏
と

の
敵
対
的
関
係
と
東
南
ア
ジ
ア
現
地
で
の
騒
乱
と
い
う
〕
二
つ
の
害
悪
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
」
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
責
務
は
「
ど
ち

ら
が
よ
り
小
さ
な
悪
な
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
」
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

　

ど
ち
ら
が
よ
り
小
さ
な
悪
か
見
極
め
る
、
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
四
四
段
落
で
は
、
蘭
仏
と
敵
対
的
な
関
係
に
至
っ
た
と
し
て
も
、

「
戦
闘
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
抵
抗
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
第
一
の
条
件
」

だ
と
明
確
に
答
え
る
。
と
い
う
の
も
「
一
九
世
紀
の
帝
国
主
義
」
は
「
共
産
主
義
ウ
イ
ル
ス
を
増
殖
さ
せ
る
に
も
っ
て
こ
い
の
培
養

床
」
に
な
る
か
ら
だ
と
言
う
。
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と
は
い
え
、
そ
の
困
難
さ
も
十
分
認
識
し
て
い
た
。
次
の
四
五
段
落
で
は
「
現
在
の
状
況
で
時
間
稼
ぎ
〔
蘭
仏
の
残
留
の
た
め
の
工

作
〕
を
す
る
方
が
容
易
」
だ
が
、「
よ
り
困
難
な
代
替
案
〔
蘭
仏
の
撤
退
〕
の
方
が
よ
り
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
困
難
に
向
き
合
う

覚
悟
も
示
す
。
そ
の
代
替
案
は
「
当
面
の
間
、
恐
ら
く
混
沌
と
共
産
主
義
の
影
響
力
を
増
す
リ
ス
ク
が
あ
る
」
と
分
析
し
た
。
だ
が
、

そ
れ
こ
そ
が
「
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
抵
抗
す
る
健
全
な
現
地
勢
力
を
形
成
す
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
第
一
歩
」
だ
と
し
た
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、「
抵
抗
勢
力
が
確
実
に
拡
大
し
勝
利
す
る
」
よ
う
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
完
遂
は
難
し
い
た

め
、「
大
西
洋
共
同
体
と
ア
ジ
ア
共
同
体
の
中
か
ら
わ
れ
わ
れ
と
共
に
歩
む
メ
ン
バ
ー
の
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
」
と
説
く
。

　

地
域
全
般
に
関
す
る
分
析
の
ま
と
め
と
し
て
、
四
六
段
落
は
、
ア
メ
リ
カ
の
目
指
す
べ
き
外
交
政
策
が
難
問
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
モ
チ
ー
フ
を
引
き
合
い
に
出
し
て
海
の
怪
獣
で
あ
る
「
ス
キ
ュ
ラ
と
カ
リ
ュ
ブ
デ
ィ
ス
〔
前
門
の
虎
と
後
門
の
狼
〕

の
間
を
、
憤
激
と
諦
念
の
間
を
、
不
当
な
圧
力
と
い
う
暗
礁
と
、
今
の
成
り
行
き
に
任
せ
る
と
い
う
渦
潮
の
間
を
、
決
然
と
そ
し
て
巧

み
に
航
海
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
表
現
し
、
進
む
べ
き
道
が
い
か
に
難
関
か
を
際
立
た
せ
た
。「
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
、
共
感
を
持
っ
て
支
援
す
る
の
は
、
険
し
い
航
路
な
の
は
確
か
だ
が
、〔
白
人
と
有
色
人
種
と
の
間
の
〕
双
極
的
対
立
と
ス
タ
ー
リ

ン
化
の
間
を
通
り
抜
け
る
に
は
、
こ
の
水
路
し
か
な
い
」
と
い
う
。「
こ
の
困
難
な
航
路
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
、
共

産
主
義
に
実
効
的
に
対
抗
で
き
る
勢
力
が
極
東
に
発
展
す
る
の
を
─
─
同
じ
志
の
諸
国
と
協
力
し
つ
つ
─
─
支
援
し
う
る
立
場
に
な

る
」
と
し
た
。
そ
の
先
に
こ
そ
、「
や
が
て
東
南
ア
ジ
ア
が
自
由
世
界
の
一
員
と
な
っ
て
、
自
発
的
か
つ
十
全
に
我
々
の
福
祉
と
安
全

保
障
に
貢
献
す
る
世
界
が
や
っ
て
く
る
」
と
見
通
し
を
示
し
、
第
一
部
の
地
域
全
体
の
分
析
を
締
め
く
く
っ
た
。

第
三
節　

分
析
・
各
論

　

各
国
ご
と
の
分
析
を
行
う
各
論
に
移
る
。
各
論
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
分
析
か
ら
始
ま
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
し
て
は
、
主
に
独
立
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を
め
ぐ
る
オ
ラ
ン
ダ
と
共
和
国
と
の
対
立
が
考
察
さ
れ
た
。

　

分
析
の
最
初
の
段
落
で
あ
る
四
七
段
落
は
、
オ
ラ
ン
ダ
は
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
の
富
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
特
に
優
れ
た

生
活
水
準
を
享
受
し
」
と
い
う
前
年
八
月
の
原
案
と
ほ
ぼ
同
じ
記
述
か
ら
始
ま
る
。
だ
が
続
い
て
新
た
な
分
析
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の

精
神
状
態
の
特
殊
性
の
分
析
が
加
筆
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
は
中
立
政
策
を
掲
げ
な
が
ら
も
第
二
次
大
戦
で
は
ナ
チ
ス
・
ド

イ
ツ
に
よ
る
本
国
の
占
領
を
避
け
ら
れ
ず
、
最
大
の
植
民
地
ま
で
帝
国
日
本
に
蹂
躙
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
が
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
助
力

に
よ
っ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
復
帰
し
て
以
来
、
植
民
地
支
配
に
固
執
す
る
の
は
、
挫
折
感
や
劣
等
感
な
ど
に
起
因
す
る
「
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

症
状
」
だ
と
見
る
。

　

続
く
四
八
段
落
で
は
、
共
和
国
の
主
な
指
導
者
は
基
本
的
に
穏
健
派
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
穏
健
派
に
配
慮
す
る
必
要
性
を
説

く
。「
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
対
立
が
泥
沼
化
す
る
ほ
ど
、
共
和
国
指
導
者
は
そ
の
ゲ
リ
ラ
部
隊
を
も
含
む
支
持
者
を
次
第
に

失
っ
て
い
き
、
直
接
行
勤
を
求
め
る
過
激
派
の
声
が
一
層
強
ま
る
だ
ろ
う
」
か
ら
だ
。「
原
案
」
よ
り
遥
か
に
踏
み
込
ん
で
共
和
国
指

導
者
へ
の
支
持
を
示
す
背
景
に
は
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
の
共
産
党
蜂
起
の
鎮
圧
を
経
て
、
国
務
省
が
ハ
ッ
タ
ら
へ
の
信
頼
を
深
め
た
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
オ
ラ
ン
ダ
が
、
群
島
全
域
で
の
優
越
し
た
立
場
の
回
復
を
一
方
的
に
目
指
す
と
決
意
し
て
い
る
こ
と
は
、
過
去
三

年
間
を
通
じ
て
十
二
分
に
示
さ
れ
て
き
た
」
と
五
二
段
落
で
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
は
「
現
地
の
協
力
者
で
あ
る
連
邦

主
義
者
の
立
場
を
強
化
す
べ
く
努
め
て
き
た
」。
四
八
年
後
半
に
は
、
国
連
仲
裁
委
員
会
と
の
協
議
も
行
わ
ず
、「
武
力
行
使
の
意
図
を

示
唆
し
つ
つ
〔
第
二
次
警
察
行
動
の
〕
準
備
を
整
え
た
」
と
軍
事
行
動
に
至
る
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
外
交
の
強
硬
さ
を
記
す
。
ア
メ
リ
カ

は
そ
れ
を
思
い
留
ま
ら
せ
よ
う
と
オ
ラ
ン
ダ
に
対
し
て
「
軍
事
力
に
よ
っ
て
支
配
を
再
建
す
る
試
み
は
何
と
も
愚
か
な
行
動
」
で
あ
り
、

西
側
世
界
に
大
き
な
損
害
を
も
た
ら
す
と
幾
度
も
繰
り
返
し
警
告
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
は
、「
ア
メ
リ
カ
が
オ
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ラ
ン
ダ
を
思
い
留
ま
ら
せ
る
た
め
に
、
現
実
に
は
〔
援
助
停
止
等
の
制
裁
を
用
い
た
〕
圧
力
を
か
け
な
い
だ
ろ
う
と
見
込
ん
で
い
た
」

と
分
析
す
る
。

　

続
い
て
一
二
月
一
九
日
の
「
警
察
行
動
」
を
記
述
す
る
（
五
三
段
落
）。
そ
の
上
で
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
冒
険
主
義
に
よ
り
も
た
ら

さ
れ
た
軍
事
的
及
び
経
済
的
な
負
担
は
、
オ
ラ
ン
ダ
自
身
に
課
さ
れ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
戦
後
復
興
や
安
全
保
障
の
足
枷
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
指
摘
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
経
済
及
び
軍
事
面
で
の
最
終
的
な
コ
ス
ト
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
に
対
す
る
欧
州
復
興
援
助
や
軍
事
援

助
を
通
じ
て
間
接
的
に
、
わ
れ
わ
れ
に
転
嫁
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
憤
り
を
見
せ
る
（
五
四
段
落
）。
仮
に
ア
メ
リ
カ
が
オ
ラ
ン
ダ
に
莫

大
な
援
助
を
供
与
す
る
こ
と
で
、
オ
ラ
ン
ダ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
「
平
定
」
で
き
た
と
し
て
も
、「
解
決
は
一
時
的
に
す
ぎ
な
い
」
と

分
析
す
る
。「
歴
史
的
な
力
は
一
時
的
に
抑
え
ら
れ
て
も
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
堰
き
止
め
て
い
た
も
の
は
倍
加
し
た
惨
事
に
よ
っ
て
吹

き
飛
ば
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
脱
植
民
地
化
の
歴
史
の
必
然
性
を
説
く
（
五
五
段
落
）。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
分
析
の
ま
と
め
と
し
て
、
五
六
段
落
で
は
次
の
よ
う
に
纏
め
た
。

　
「
オ
ラ
ン
ダ
が
現
在
捕
虜
と
し
て
囚
え
て
い
る
共
和
国
の
指
導
者
と
連
邦
主
義
者
の
代
表
の
連
合
に
対
し
て
迅
速
に
主
権
を
移
譲
し

さ
え
す
れ
ば
、
そ
し
て
こ
の
連
合
が
、
オ
ラ
ン
ダ
が
も
た
ら
し
た
混
沌
の
中
で
今
や
増
殖
し
つ
つ
あ
る
過
激
派
を
鎮
圧
す
る
と
と
も
に
、

経
済
回
復
の
基
盤
を
形
成
し
う
る
十
分
な
国
際
援
助
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
群
島
の
西
側
半
分
に
お
け
る
現
在
の
混
乱
状
態
は
解

決
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
共
産
主
義
者
の
急
速
な
伸
長
は
抑
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
長
く
遅
れ
る
ほ
ど
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
恒
久
的

な
安
定
へ
の
道
程
は
険
し
く
長
く
な
る
だ
ろ
う
。」

　

こ
の
よ
う
に
文
書
は
オ
ラ
ン
ダ
の
譲
歩
が
早
け
れ
ば
早
い
方
が
望
ま
し
い
と
切
実
に
訴
え
た
。
現
地
の
混
乱
と
共
産
主
義
の
拡
張
を

抑
え
込
む
た
め
に
、
ス
カ
ル
ノ
ら
拘
禁
中
の
共
和
国
指
導
者
を
解
放
し
た
上
で
、
彼
ら
と
連
邦
主
義
者
（
そ
の
殆
ど
が
オ
ラ
ン
ダ
の
傀

儡
諸
国
家
）
の
代
表
と
の
連
合
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
連
邦
共
和
国
）
に
早
期
に
完
全
な
主
権
を
譲
渡
す
る
よ
う
、
オ
ラ
ン
ダ
に
求
め
る
べ
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き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
四
章　

考
察

　

以
上
紹
介
し
て
き
た
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
内
容
を
原
案
と
比
較
す
る
と
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
成
り
立
ち
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
実
に
も
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
紛
争
の
展
開
が
濃
い
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
シ
ャ
ラ
ー
や
ヘ
ー
ア
ら
に
よ
っ
て
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
は
デ
ー
ビ
ス

や
ケ
ナ
ン
と
、
国
務
省
内
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
高
官
と
の
間
の
妥
協
の
産
物
だ
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
分
析
は
間
違
っ
て
い
な
い
も

の
の
、
冷
戦
に
勝
つ
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
西
欧
宗
主
国
を
追
い
出
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
主
権
を
移
譲
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
原
案
の
テ
ー
ゼ
は
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
例
え
ば
西
欧
宗
主
国
に
よ
る
植
民
地
支
配

に
対
す
る
断
罪
（「
一
九
世
紀
の
帝
国
主
義
」）
は
、
原
案
よ
り
も
遥
か
に
厳
し
い
と
言
え
る
。
ソ
連
を
は
じ
め
と
す
る
共
産
勢
力
の
脅

威
は
さ
ら
に
強
調
さ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
へ
の
主
権
の
譲
渡
に
は
一
刻
の
猶
予
も
な
い
と
焦
燥
感
を
募
ら
せ
た
。
九
月
の
段
階
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
の
高
官
の
強
い
抵
抗
に
遭
い
、
棚
上
げ
を
強
い
ら
れ
た
政
策
路
線
が
、
八
ヶ
月
後
の
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
で
は
、
よ
り
鮮
明
な

形
で
復
活
し
、
そ
の
ま
ま
曲
が
り
な
り
に
も
政
権
の
公
式
文
書
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
警
察
行
動
で
オ
ラ
ン
ダ
が
暴
走
し
、
ア
メ
リ
カ
が
強
行
手
段
に
出
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か

ら
だ
と
い
え
よ
う
。
現
実
の
紛
争
の
収
拾
が
、
原
案
の
デ
ー
ビ
ス
ら
の
勧
告
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
さ
え
見
え
る
展
開
を
辿
っ

た
た
め
、
既
成
事
実
を
前
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
の
高
官
は
、
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
し
て
は
、
デ
ー
ビ
ス
ら
の
テ
ー
ゼ

に
抗
弁
す
る
論
拠
も
利
益
も
失
っ
た
。
他
方
、
原
案
の
時
点
で
西
欧
同
盟
国
を
説
得
し
て
主
権
の
譲
渡
に
導
く
つ
も
り
で
い
た
デ
ー
ビ

ス
ら
は
、
宗
主
国
オ
ラ
ン
ダ
の
示
し
た
頑
迷
さ
に
驚
き
、
共
産
化
の
脅
威
と
脱
植
民
地
化
の
必
然
を
一
層
強
く
確
信
し
た
。
そ
の
一
方

で
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
を
公
式
の
政
策
文
書
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
べ
く
、
主
権
譲
渡
に
至
る
過
程
に
お
い
て
最
大
限
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の
譲
歩
と
配
慮
を
西
欧
同
盟
国
に
対
し
て
行
う
よ
う
提
言
し
た
。「
東
南
ア
ジ
ア
と
大
西
洋
共
同
体
の
関
係
の
合
理
化
」
が
達
成
す
べ

き
主
要
な
課
題
と
し
て
追
加
さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
や
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
を
「
根
本
的
に
不
合
理
」
と
断
じ
な
が
ら
、
こ
れ
は
「
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
症
状
」
な
の
で
あ
り
、
西
欧
諸
国
と
の
同
盟
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
「
感
性
に
配
慮
」
を
払
う
よ
う
勧
告
し
た
の
で

あ
る
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
が
見
る
者
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
た
印
象
を
与
え
る
の
は
、
第
二
次
警
察
行
動
の
結
果
、
デ
ー
ビ
ス
や
ケ
ナ
ン
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
の
高
官
と
の
間
の
妥
協
が
、
こ
の
よ
う
に
不
均
衡
な
形
で
成
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
に
至

る
交
渉
過
程
で
、
共
和
国
側
か
ら
見
れ
ば
、
不
当
な
譲
歩
を
次
々
に
押
し
付
け
ら
れ
た
の
も
、
冷
戦
勝
利
の
た
め
の
即
時
独
立
と
い
う

原
則
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
独
立
に
至
る
条
件
で
は
最
大
限
の
配
慮
と
譲
歩
を
西
欧
宗
主
国
側
に
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
妥
協
の
直
接
的
な
帰
結
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

何
よ
り
も
、
デ
ー
ビ
ス
や
ケ
ナ
ン
の
テ
ー
ゼ
が
稀
釈
さ
れ
ず
に
明
瞭
な
形
で
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
に
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

以
後
、
ア
メ
リ
カ
外
交
の
路
線
は
大
き
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
冷
戦
勝
利
の
た
め
に
脱
植
民
地
化
が
不
可
欠
だ
と
い
う
論
理

に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
東
南
ア
ジ
ア
政
策
が
冷
戦
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
冷
戦
の
論
理
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
五
一
を
経
て
、
四
九

年
末
に
は
ア
ジ
ア
政
策
全
体
を
検
討
す
る
Ｎ
Ｓ
Ｃ
四
八
／
二
に
引
き
継
が
れ
る
。
こ
の
文
書
も
引
き
続
き
、
冷
戦
勝
利
の
た
め
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
ト
支
援
を
勧
告
し
て
い
た
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
は
翌
五
〇
年
前
半
に
は
イ
ン
ド
シ
ナ
で
ホ
ー
チ
ミ
ン
率
い
る
ベ
ト
ナ
ム
独
立

同
盟
会
（
通
称
・
ベ
ト
ミ
ン
）
と
戦
う
宗
主
国
の
フ
ラ
ン
ス
の
側
に
立
っ
て
介
入
し
始
め
る
。
し
か
し
シ
ャ
ラ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
の
圧
力
な
ど
に
よ
っ
て
）
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
論
理
が
妥
協
に
追
い
込
ま
れ
て
歪
め
ら
れ
た
帰
結
で
は
な
い
。
少

な
く
と
も
ベ
ト
ナ
ム
の
泥
沼
へ
第
一
歩
を
踏
み
出
す
決
断
は
、
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
論
理
か
ら
直
接
導
き
出
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
で
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
「
傀
儡
政
権
を
創
設
し
た
い
と
願
う

（
61
）

（
62
）
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現
地
勢
力
と
と
も
に
政
治
的
計
略
」
に
訴
え
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
が
主
権
を
保
持
し
て
い
る
限
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
分
子
を
ベ
ト

ミ
ン
か
ら
引
き
離
す
効
果
は
持
ち
え
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
の
状
態
の
ま
ま
、
フ
ラ
ン
ス
が
軍
事
作
戦
を
継
続
す
れ
ば
、
非
共
産

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
逆
に
ま
す
ま
す
ベ
ト
ミ
ン
の
側
に
追
い
や
り
、
ベ
ト
ミ
ン
を
一
層
強
化
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
以
上
、
実
権

を
伴
わ
な
い
傀
儡
政
権
の
工
作
を
フ
ラ
ン
ス
に
続
け
さ
せ
て
、
ベ
ト
ミ
ン
に
地
歩
を
固
め
さ
せ
る
よ
り
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
を
撤
退
さ
せ

る
の
が
先
決
で
、
そ
の
た
め
で
あ
れ
ば
ベ
ト
ミ
ン
に
主
権
を
移
譲
す
る
形
で
も
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
ま
で
考
え
て
い
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
が
撤
退
す
れ
ば
、〔
中
略
〕
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
分
子
は
、
現
在
の
ベ
ト
ミ
ン
に
よ
る
人
民
戦
線
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
反
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
掲
げ
る
組
織
に
合
同
す
る
」（
六
〇
段
落
）
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

既
に
こ
の
時
点
で
危
う
い
判
断
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
こ
の
判
断
を
そ
も
そ
も
成
り
立
た
せ
な
く
す
る
状
況
の
変
化
が
後
に
起

こ
る
。
四
九
年
秋
以
降
、
中
国
共
産
党
は
全
土
を
掌
握
し
政
権
を
樹
立
し
た
の
に
続
い
て
、
ソ
連
に
接
近
し
始
め
る
。
五
〇
年
二
月
、

中
ソ
同
盟
の
締
結
に
よ
り
中
ソ
蜜
月
の
共
産
ブ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
の
中
国
系
共
産
勢
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
モ
ス

ク
ワ
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
り
、
ベ
ト
ミ
ン
が
北
京
や
モ
ス
ク
ワ
の
指
揮
下
に
入
り
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
状
況
は
危
険
性
を
増
す
。

　

共
産
主
義
の
脅
威
が
最
高
潮
に
達
す
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
側
は
四
九
年
三
月
、
よ
う
や
く
ア
メ
リ
カ
の
圧
力
に
応
じ
て
、
バ
オ
・
ダ

イ
を
首
班
と
す
る
現
地
政
権
に
形
式
的
な
「
独
立
」
を
与
え
る
こ
と
に
合
意
し
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
実
態
は
、
結
局
、
非

共
産
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
結
集
を
望
む
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
留
ま
っ
た
が
、
当
面
、
ア
メ
リ
カ
側
に
最
小
限
の
期
待
を
抱
か
せ
る
役

割
は
果
た
し
た
。
そ
の
結
果
、
翌
五
〇
年
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
軍
事
援
助
を
通
じ
て
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す
る
間
接
的
な
関
与
が
始
ま
る
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
論
理
で
は
、
最
も
重
要
な
目
標
は
冷
戦
の
勝
利
で
あ
り
、
脱
植
民
地
化
は
そ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
ベ
ト
ミ
ン
が
モ

ス
ク
ワ
直
結
の
共
産
勢
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
冷
戦
に
負
け
な
い
た
め
に
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
に
統
治
能
力
の
あ
る
非
共
産
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
が
養
成
さ
れ
る
ま
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
撤
退
さ
せ
る
選
択
肢
は
な
く
な
る
。
冷
戦
の
た
め
に
脱
植
民
地
化
を
進
め
る
、
つ
ま
り
主
権

（
63
）

（
64
）

（
65
）
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移
譲
を
行
う
と
い
う
ケ
ナ
ン
の
テ
ー
ゼ
は
覆
り
、
冷
戦
の
た
め
に
西
欧
を
支
援
す
る
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

穏
健
派
指
導
部
に
率
い
ら
れ
統
治
能
力
も
あ
る
共
和
国
が
存
在
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
デ
ー
ビ
ス
や
ケ
ナ
ン
に
と
っ
て
、
西
欧
宗

主
国
を
後
顧
の
憂
い
な
く
撤
退
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
、
幸
運
に
も
解
決
が
容
易
な
事
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
オ
ラ
ン
ダ
が
暴

走
す
る
と
い
う
二
つ
目
の
幸
運
も
重
な
っ
た
結
果
、
デ
ー
ビ
ス
や
ケ
ナ
ン
の
命
題
は
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
五
一
、
四
八
／
二
と
い
う
政
府
文
書
の

中
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
結
局
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
東
南
ア
ジ
ア
で
は
例
外
的
な
事
例
で
し
か
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ケ

ナ
ン
ら
の
論
理
は
イ
ン
ド
シ
ナ
で
厄
災
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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ericaʼs Longest W
ar, Fifth 

E
dition(N

ew
Y

ork:M
cGraw

H
ill,2014)

の
巻
末
に
お
い
て
、
定
評
の
あ
る
文
献
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る

最
も
一
般
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、
や
や
古
い
が
、RobertJ.M

cM
ahon, Colonialism

 and Cold W
ar: T

he U
nited States and the 

Struggle for Indonesian Independence, 1945-1949(Ithaca:CornellU
niversityPress,1981)

を
挙
げ
る
。
邦
語
の
代
表
的
な
文

献
と
し
て
は
、
首
藤
も
と
子
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
─
─
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
変
容
の
政
治
過
程
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
）。

政
策
企
画
室
で
は
創
設
以
降
、
政
策
文
書
に
概
ね
策
定
さ
れ
た
順
番
で
番
号
を
付
与
し
た
。

“AReporttotheN
ationalSecurityCouncilbytheSecretaryofStateonU

.S.Policytow
ardSoutheastA

sia,

”July1,
1949,RecordoftheN

ationalSecurityCouncil(N
SC)PolicyPapers50-60,Box7,RG273,N

ationalA
rchivesandRecord

A
dm

inistration,CollegePark,M
D

（
以
下
、N

A
RA

と
略
す
）.

マ
イ
ケ
ル
・
シ
ャ
ラ
ー
（
五
味
俊
樹
監
訳
）『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
の
起
源
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
六
年
）
二
四
五
─
二
五
四
頁
、
赤
木

完
爾
『
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
起
源
』（
慶
應
通
信
、
一
九
九
一
年
）
七
三
─
七
六
頁
、RobertBlum

,D
raw

ing the Line(N
ew

Y
ork:W

.
W

.N
orton,1982),pp.112-115,123-124.

但
し
、
赤
木
は
国
務
省
内
の
対
立
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
局
対
極
東
局
の
図
式
で
捉
え
て
い
る
。

PaulJ.H
eer,M

r. X
 and the Pacific (Ithaca:CornellU

niversityPress,2018),p.135.

（
66
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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H
eer,M

r. X
 and the Pacific,pp.128-136.

「
資
料
四
五　

リ
ン
ガ
ル
ジ
ャ
デ
ィ
協
定
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
編
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
資
料
集
・
上
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一

九
七
二
年
）
一
〇
七
─
一
一
〇
頁
。

GaryR.H
ess,T

he U
nited Statesʼ E

m
ergence as a Southeast A

sian Pow
er, 1940-1950(Colum

biaU
niversityPress,

1987),p.186.
H

ess,T
he U

nited Statesʼ E
m

ergence as a Southeast A
sian Pow

er,pp.43-44,48,50-56.
M

cM
ahon,Colonialism

 and Cold W
ar, pp.114-115.

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
と
ア
ジ
ア
冷
戦
の
起
源
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

Y
ukoT

orikata,
“Am

ericaʼsT
w

inGoalsofD
ecolonizationandRegionalSecurity,

”apaperpresentedat2019Societyfor
H

istoriansofA
m

ericanForeignRelationsConference,A
rlington,V

A
,June27,2019.

M
arkLaw

rence,
“TransnationalCoalition-BuildingandtheM

akingoftheColdW
arinIndochina,1947-1949,

”
D

iplom
atic H

istory,vol.26,N
o.3(2002);Law

rence,A
ssum

ing the Burden(U
niversityofCaliforniaPress,2005).Ch.5-6.

M
cM

ahon,Colonialism
 and Cold W

ar, pp.177-193,203-205.

「
資
料
五
九　

オ
ラ
ン
ダ
政
府
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
と

の
間
の
休
戦
協
定
」
等
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
資
料
集　

上
』
一
三
二
─
一
三
六
頁
。

“ExchangeofInform
ationbetw

eenSoutheastA
siaO

ffices

”SoutheastA
siaRegionalConference,June21-26,1948,

Bangkok,Siam
,54-D

-190,RecordoftheO
fficeofSoutheastA

sianA
ffairs,RG59,N

A
RA

[A
ccesstoA

rchivalD
atabases].

M
inutesofthe234

thM
eeting,July26,1948,PPSRecords,M

eetingM
inutes,1947-1962,Box1,RG59,N

A
RA

.
JohnPatonD

avies,Jr., China H
and(Philadelphia:U

niversityofPennsylvaniaPress,2012),Ch.2-3,19.
M

inutesofthe238
thM

eeting,A
ugust3,1948,PPSRecords,M

eetingM
inutes,1947-1962,Box1,RG59,N

A
RA

.

Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
の
「
原
案
」
は
次
の
通
り
。U

ntitled,A
ugust3,1948,PPSRecords,M

em
berChronologicalFiles(Filesof

JohnP.D
avies),1947-1962,Box3,RG59,N

A
RA

.

原
案
（
全
体
で
約
二
九
〇
〇
語
）
の
構
成
は
次
の
通
り
。
東
南
ア
ジ
ア
の
定
義
一
段
落
、
一
般
分
析
一
二
段
落
、
分
析
の
各
論
二
〇
段
落
、

提
言
一
般
四
段
落
、
提
言
の
各
論
八
段
落
、
全
四
四
段
落
。
い
ず
れ
の
各
論
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
シ
ナ
、
ビ
ル
マ
、
シ
ャ
ム
、
マ
ラ
ヤ
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
順
で
記
載
さ
れ
る
。
原
案
も
Ｐ
Ｐ
Ｓ
五
一
も
政
策
文
書
の
冒
頭
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
国
を
含
ん
だ
地
理
的
範
囲
を
「
東
南

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（阪大法学）71（3・4-448）　1138〔2021.11〕



アメリカ国務省政策企画室文書ＰＰＳ五一 再考

ア
ジ
ア
」
だ
と
定
義
し
た
。

バ
ー
バ
ラ
・
Ｄ
・
メ
ト
カ
ー
フ
他
（
河
野
肇
訳
）『
イ
ン
ド
の
歴
史
』（
創
土
社
、
二
〇
〇
六
年
）
三
一
〇
─
三
一
九
頁
。

バ
オ
・
ダ
イ
工
作
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
ベ
ト
ナ
ム
阮
朝
の
最
後
の
皇
帝
バ
オ
・
ダ
イ
（BaoD

ai

）
を
首
班
と
し
て
担
ぎ
出
し
て
政
権
を

樹
立
さ
せ
、
フ
ラ
ン
ス
が
主
導
す
る
「
フ
ラ
ン
ス
連
合
」
の
下
で
形
式
的
な
「
独
立
」
を
付
与
し
、
ア
メ
リ
カ
の
反
植
民
地
主
義
的
な
圧
力
を

か
わ
そ
う
と
す
る
政
治
工
作
で
あ
っ
た
。

D
avies,China H

and,pp.221-225.
H

eer,M
r. X

 and the Pacific,p.129.
A

rnoldC.Brackm
an,Indonesian Com

m
unism

(W
estport:Greenw

oodPress,1963),pp.80-101.
M

em
orandum


“SituationinIndonesia

”toBenninghoff(O
fficeofFarEastA

ffairs)toReed(D
ivisionofSoutheast

A
sia),A

ugust27,1948,856D
.00/8-2748,RG59,N

A
RA

.

元
々
国
務
省
内
で
は
東
南
ア
ジ
ア
の
資
源
確
保
の
た
め
に
も
、
共
産
主
義
に

感
化
さ
れ
や
す
い
政
治
経
験
の
な
い
現
地
人
民
の
状
況
も
考
慮
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
が
居
座
る
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
国
益
に
な
る
と

い
う
見
方
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
課
で
は
、
蘭
仏
の
植
民
地
回
帰
の
試
み
は
不
可
能
だ
と
確
信
し
つ
つ

あ
っ
た
。Com

m
entsonU

.S.ForeignPolicyw
ithrespecttoA

sia,

”August16,1948,54-D
-190,N

A
RA

[A
A

D
].

ハ
ッ
タ
は
後
に
駐
バ
タ
ビ
ア
米
総
領
事
に
対
し
て
、
共
産
主
義
運
動
で
内
紛
を
起
こ
す
狙
い
だ
っ
た
と
語
っ
た
。Livengoodto

SecretaryofState,O
ctober1948,FR

U
S1948vol.6.

M
em

orandum
ofConversation

“Indonesia,
”Septem

ber1,1948,856D
.00/9-148,RG59,N

A
RA

.
T

elegram
vanW

ashingtonaanD
enH

aag,13Septem
ber1948;T

elegram
vanBatavia(D

IRV
O

258)viaD
enH

aag
aanW

ashigton,21Septem
ber1948,N

ederlandsGezantshapindeV
erenigdeStatenvanA

m
erika

（
以
下N

GV
SA

）2784,
A

anvraagbriefjeN
ationalA

rchief（
以
下A

N
A

）.
T

elegram
Control2828from

Baruch(T
heH

ague)toSecretaryofState,O
ctober8,1948,856D

.00/8-1048,RG59,
N

A
RA

.
T

elegram
vandenH

aag(Stikker717)aanW
ashington,23O

ctober1948,N
GV

SA
2784,A

N
A

.
T

elegram
Control5795from

Baruch(T
heH

ague)toSecretaryofState,

“ReSovietPressReportlastsentence

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（阪大法学）71（3・4-449）　1139〔2021.11〕



M
oscow

ʼs2347,

”October18,1948,560D
.00/18-1048,RG59,N

A
RA

.
M

em
orandum



“Dr.Graham
ʼsM

em
orandum

totheSecretaryReIndonesia,datedSeptem
ber16,1948,

”from


H
ickerson,Butterw

orthandSanderstoLovett,Septem
ber23,1948,856D

00/23-948,RG59,N
A

RA
.

T
elegram

from
theConsulGeneralatBatavia(Livengood)totheSecretaryofState,N

ovem
ber25,1948,and

telegram
from

theConsulGeneralatBatavia(Livengood)totheSecretaryofState,N
ovem

ber26,1948,FR
U

S 1948,vol.6.
T

elegram
from

Baruch(T
heH

ague)toSecretaryofState,D
ecem

ber11,1948,856D
.00/11-248,RG59,N

A
RA

.
T

elegram
from

Baruch(T
heH

ague)toSecretaryofState,D
ecem

ber2,1948,856D
.00/12-248,RG59,N

A
RA

.
T

elegram
from

Caffery(Paris)toSecretaryofState,D
ecem

ber11,1948,856D
.00/11-1248,RG59,N

A
RA

.
M

em
orandum


“Concessionsm

adebyH
attainhisletterofD

ecem
ber13,1948

”from
ReedtoButterw

orth,
D

ecem
ber15,1948,856D

.00/15-1248,RG59,N
A

RA
.

M
em

orandum


“Indonesia
”from

H
ickerson,Butterw

orthandSanderstoLovett,D
ecem

ber13,1948,856D
.00/12-

1348,RG59,N
A

RA
.

M
em

orandum
from

K
ennantoM

arshallandLovett,D
ecem

ber17,1948,PPSRecords,CountryFiles,1947-1962,
Box7,RG59,N

A
RA

.

モ
ハ
マ
ッ
ド
・
ハ
ッ
タ
（
大
谷
正
彦
訳
）『
ハ
ッ
タ
回
顧
録
』（
め
こ
ん
、
一
九
九
三
年
）
五
七
六
─
五
七
八
頁
。

T
elegram

from
Baruch(T

heH
ague)toSecretaryofState,D

ecem
ber11,1948,856D

.00/11-248,RG59,N
A

RA
;

N
otulenvandevergaderingvandem

inisterraadop27dec.1948,O
fficiële Bescheiden Betreffende de N

ederlands-
Indonesische Betrekkingen 1945-1950（

以
下N

IB

）,D
eel16.

T
elegram

from
theA

ctingSecretaryofStatetotheA
ctingU

nitedStatesRepresentativeattheU
nitedN

ations
(Jessup)atParis,D

ecem
ber23,1948,FR

U
S1948vol.6.

Ibid.
V

ertegenw
oordigerindeV

eiligheidsraad(V
anRoijen)aanm

inistervanbuitenlandsezaken(Stikker),27dec.1948, 
N

IB,D
eel16.

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）
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JessuptoLovett,January12,1949;JessuptoLovett,January17,1949,FR

U
S1949vol.7,part1.

M
em

orandum


“UnitedStatesO
bjectivesinIndonesianSituation,

”January7,1949,856D
.00/7-149,RG59,N

A
RA

.
D

aviesʼlettertoEm
m

arson(M
oscow

),January12,1949,PPSRecords,M
em

berChronologicalFiles(FilesofJohnP.
D

avies),1947-1962,Box3,RG59,N
A

RA
.

M
em

orandum
from

K
ennantoM

arshallandLovett,D
ecem

ber17,1948,PolicyPlanningStaff/Council(PPS
Records),CountryFiles,1947-1962,Box7,RG59,N

A
RA

.
T

heA
ctingU

nitedStatesRepresentativeattheU
nitedN

ations(Jessup)totheA
ctingSecretaryofState,January

17,1949,FR
U

S1949,vol.7part1.
T

elegram
from

Baruch(T
heH

ague)toSecretaryofState,January18,1949,856D
.00/1-1849,RG59,N

A
RA

.

「
資
料
七
〇　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問
題
に
関
す
る
安
保
理
事
会
の
決
議
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
編
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
資
料
集　

上
』
一
五

九
─
一
六
二
頁
。

T
heConsulGeneralatBatavia(Livengood)totheSecretaryofState,February2,1949,FR

U
S1949,vol.7part1.

ハ

ッ
タ
『
回
顧
録
』
五
八
四
─
五
八
六
頁
。

N
otulenvandevergaderingvandem

inisterraadop31jan.1949,N
IB,D

eel17;Peter.F.M
aas,Indië V

erloren 
R

am
pspoed G

eboren(D
eBataafscheLeeuw

,1983),p.84.
N

otulenvandezestiendevergaderingm
etdeCom

m
issievanN

egenop3februari1949,N
IB,D

eel17.

“ConsequencesofD
utch

“policeaction

”inIndonesia,IntelligenceM
em

orandum
N

o.113,January13,1949,Papersof
H

arryS.T
rum

an,N
ationalSecurityCouncilFile,Box1,T

rum
anLibrary,IndependenceM

O
.

M
cM

ahon,Colonialism
 and the Cold W

ar,pp.267-295.
A

ide-M
em

oire,theD
epartm

entofStatetotheN
etherlandsEm

bassyFebruary23,1949,FR
U

S1949,vol.7part1.
Letterfrom

SenatorV
andenbergtoLovett,January17,1949,856D

.00/17-149,RG59,N
A

RA
;M

cM
ahon(1981),

Colonialism
 and the Cold W

ar,pp.267-277.

「
資
料
七
一　

連
邦
政
府
結
成
に
関
す
る
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
声
明
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
編
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
資
料
集　

上
』
一
六
二

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）
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─
一
六
三
頁
。

GeorgeM
cT

.K
ahin,N

ationalism
 and R

evolution in Indonesia(CornellU
niversityPress,1952),pp.406-408.

“AReporttotheN
ationalSecurityCouncilbytheSecretaryofStateonU

.S.Policytow
ardSoutheastA

sia,

”July1,
1949,N

SCPolicyPapers50-60,Box7,RG273,N
A

RA
.

ハ
ッ
タ
ら
囚
わ
れ
た
指
導
者
が
四
九
年
夏
ま
で
解
放
さ
れ
な
か
っ
た
上
に
、
共
和
国
は
国
内
で
圧
倒
的
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
に
も
拘
わ

ら
ず
、
共
和
国
は
「
連
邦
共
和
国
」
を
構
成
す
る
他
の
国
家
（
そ
の
多
く
は
オ
ラ
ン
ダ
の
傀
儡
と
し
て
創
設
さ
れ
た
）
と
ほ
ぼ
対
等
の
立
場
で

連
邦
を
構
成
す
る
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
共
和
国
側
の
攻
勢
を
受
け
て
、
独
立
後
、
僅
か
半
年
余
り
の
う
ち
に
、
他
の
国
家
が
全
て
共
和
国

に
吸
収
さ
れ
「
連
邦
共
和
国
」
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
双
方
が
主
権
を
主
張
し
て
決
着
で
き
な
か

っ
た
西
イ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
は
、
後
日
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ
、
紛
争
は
六
〇
年
代
ま
で
持
ち
越
す
。
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
の
「
警
察
行
動
」
に
よ

り
生
じ
た
戦
費
な
ど
の
債
務
ま
で
、
新
生
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
継
承
さ
せ
ら
れ
た
。
影
響
力
と
権
益
を
少
し
で
も
残
そ
う
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
主

張
を
な
し
崩
し
に
ア
メ
リ
カ
外
交
が
容
認
し
た
結
果
、
独
立
後
の
共
和
国
は
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
大
き
な
不
満
と
不
信
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ワ
・
ク
ス
マ
・
ス
マ
ン
ト
リ
（
後
藤
乾
一
訳
）『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
主
義
の
源
流
』（
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三

年
）
二
三
九
─
二
四
一
頁
。

シ
ャ
ラ
ー
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
の
起
源
』
二
五
三
頁
。
た
だ
し
シ
ャ
ラ
ー
は
「
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
、
ケ
ナ
ン
の
立
案
し
た
元
来
の

封
じ
込
め
政
策
を
実
行
に
移
す
際
、
ケ
ナ
ン
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
部
分
的
に
し
か
受
容
し
な
か
っ
た
。〔
中
略
〕
で
き
る
限
り
真
の
民
族

主
義
的
潮
流
に
調
子
を
合
わ
せ
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
は
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
」
と
分
析
す
る
。

赤
木
『
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
起
源
』
八
一
─
八
四
頁
。

イ
ン
ド
シ
ナ
の
主
権
移
譲
に
向
け
た
フ
ラ
ン
ス
へ
の
圧
力
行
使
の
程
度
を
め
ぐ
る
国
務
省
内
で
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
派
」
と
「
ア
ジ
ア
派
」

（theA
sianists

）
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、Law

rence

前
掲
論
文
及
び
前
掲
書
に
加
え
て
、GaryR.H

ess,

“TheFirstA
m

erican
Com

m
itm

entinIndochina,

”in D
iplom

atic H
istory,V

ol2N
o.4(1978),pp331-350.

Law
rence(2005),A

ssum
ing the Burden,pp.1-8.

例
え
ば
シ
ャ
ラ
ー
は
、
こ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
の
事
例
を
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
モ
デ
ル
」
と
呼
び
、「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ

カ
外
交
の
稀
に
見
る
勝
利
」
と
称
賛
す
る
。
シ
ャ
ラ
ー
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
の
起
源
』
二
四
二
─
二
四
五
頁
。
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